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（指定管理者が記入する様式）

収入の部 （税込、単位：円）

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

30,850,000 30,850,000 30,850,000 0 横浜市より

4,890,000 4,890,000 4,472,090 417,910

1,353,600 1,353,600 1,364,200 △ 10,600

0 0

1,220,000 0 1,220,000 1,199,519 20,481

印刷代 500,000 500,000 388,295 111,705

自動販売機手数料 575,000 575,000 653,044 △ 78,044

駐車場利用料収入 0 0

その他（　カラオケ等　　　） 145,000 145,000 158,180 △ 13,180

38,313,600 0 38,313,600 37,885,809 427,791

支出の部

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

19,070,000 0 19,070,000 19,458,438 △ 388,438

16,690,000 16,690,000 16,969,104 △ 279,104

1,250,000 1,250,000 1,237,566 12,434

1,090,000 1,090,000 1,217,768 △ 127,768

40,000 40,000 34,000 6,000

0 0

0 0

2,343,700 0 2,343,700 2,682,893 △ 339,193

12,000 12,000 15,536 △ 3,536

886,000 886,000 908,210 △ 22,210

27,000 27,000 25,764 1,236

0 0

320,000 320,000 411,514 △ 91,514

330,700 0 330,700 498,236 △ 167,536

横浜市への支払分 0 0

その他 330,700 330,700 498,236 △ 167,536

200,000 200,000 197,204 2,796

420,000 420,000 437,560 △ 17,560

25,000 25,000 24,760 240

4,000 4,000 0 4,000

3,000 3,000 4,212 △ 1,212

0 0

86,000 86,000 101,297 △ 15,297

30,000 30,000 58,600 △ 28,600

1,808,900 0 1,808,900 2,113,183 △ 304,283

455,300 455,300 748,983 △ 293,683

1,353,600 1,353,600 1,364,200 △ 10,600

8,150,000 0 8,150,000 6,765,544 1,384,456

5,330,000 0 5,330,000 4,430,116 899,884

電気料金 3,000,000 3,000,000 2,595,162 404,838

ガス料金 1,680,000 1,680,000 1,105,771 574,229

水道料金 650,000 650,000 729,183 △ 79,183

0 0

620,000 620,000 208,116 411,884

0 0

2,200,000 0 2,200,000 2,127,312 72,688

空調衛生設備保守 0 0

消防設備保守 0 0

電気設備保守 0 0

害虫駆除清掃保守 0 0

駐車場設備保全費 0 0

その他保全費 2,200,000 2,200,000 2,127,312 72,688

0 0

2,000,000 0 2,000,000 1,737,019 262,981

0 0

0 0

0 0

2,000,000 2,000,000 1,737,019 262,981

3,311,000 0 3,311,000 3,393,381 △ 82,381

3,311,000 3,311,000 3,393,381 △ 82,381

0 0

1,630,000 1,630,000 1,735,351 △ 105,351

38,313,600 0 38,313,600 37,885,809 427,791

0 0 0 0 0

0

1,364,200

△ 1,364,200

653,044

0

653,044

自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入

その他（　　　　　）

印紙税

消費税

管理許可・目的外使用許可収支

自主事業費収入

自主事業費支出

管理許可・目的外使用許可収入

管理許可・目的外使用許可支出

自主事業収支

ニーズ対応費

本部分

科目

指定管理料

利用料金収入

自主事業収入

雑入

収入合計

科目

人件費

給与・賃金

印刷製本費

通信費

使用料及び賃借料

備品購入費

社会保険料

通勤手当

健康診断費

勤労者福祉共済掛金

事務費

旅費

支出合計

差引

平成28年度　「城郷小机地区センター」　収支予算書兼決算書

修繕費

機械警備費

設備保全費

共益費

リース料

消耗品費

会議賄い費

振込手数料

手数料

地域協力費

自主事業費

自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

図書購入費

施設賠償責任保険

管理費

事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）

光熱水費

清掃費

公租公課

職員等研修費

退職給付引当金繰入額

当該施設分

事業所税

事業費



部屋利用料A
(円）

キャンセル料Ｂ
（円）

領収金額合計
①＝Ａ＋Ｂ
（円）

収入目標額
②
（円）

達成率①／②
（％）

前年同月
収入額③
（円）

前年同月比
①／③
（％）

４月 367,790 7,100 374,890 407,500 92.00 373,380 100.4

５月 369,700 6,930 376,630 407,500 92.42 377,220 99.8

６月 382,180 6,520 388,700 407,500 95.39 383,400 101.4

７月 376,790 4,390 381,180 407,500 93.54 381,520 99.9

８月 343,900 10,520 354,420 407,500 86.97 375,760 94.3

９月 387,600 3,450 391,050 407,500 95.96 391,350 99.9

１０月 400,570 7,170 407,740 407,500 100.06 401,460 101.6

１１月 351,630 3,310 354,940 407,500 87.10 350,790 101.2

１２月 338,690 9,290 347,980 407,500 85.39 337,870 103.0

１月 336,780 5,470 342,250 407,500 83.99 339,740 100.7

２月 342,450 7,380 349,830 407,500 85.85 376,530 92.9

３月 398,150 6,000 404,150 407,500 99.18 393,130 102.8

合計 4,396,230 77,530 4,473,760 4,890,000 91.49 4,482,150 99.8

平成28年度利用料金収入実績

 施設名　横浜市城郷小机地区センター

 
【説明】 
  部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計 

 
  
 

＊部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額 
＊キャンセル料…キャンセルに対する収受金額 



平成28年度地区センター利用状況（団体＋個人利用） 施 設 名 　城郷小机地区センター

入館者数(人) 利用層別利用数(人)

男性 女性 合計(Ａ） 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生等
一般
(男性)

一般
(女性)

65歳以上
（男性）

65歳以上
（女性）

合　　計

４月 29 2,913 4,919 7,832 501 767 539 533 219 924 2,363 661 1,325 7,832 11,597 68%
５月 30 2,875 5,187 8,062 614 536 575 638 243 910 2,394 670 1,482 8,062 7,804 103%
６月 29 2,806 5,631 8,437 706 686 388 575 226 859 2,639 713 1,645 8,437 8,032 105%
７月 30 5,723 7,976 13,699 897 993 716 820 640 2,212 3,546 1,442 2,433 13,699 9,521 144%
８月 30 3,193 4,297 7,490 490 949 807 491 235 945 1,961 580 1,032 7,490 7,664 98%
９月 29 3,003 5,394 8,397 743 843 518 462 205 902 2,494 656 1,574 8,397 7,457 113%

上半期計 177 20,513 33,404 53,917 3,951 4,774 3,543 3,519 1,768 6,752 15,397 4,722 9,491 53,917 52,075 104%
１０月 30 3,190 5,515 8,705 635 816 600 625 259 976 2,594 674 1,526 8,705 8,249 106%
１１月 29 5,005 10,566 15,571 1,256 1,671 752 517 262 1,505 4,091 1,500 4,017 15,571 12,938 120%
１２月 26 2,884 4,511 7,395 674 778 545 661 292 740 2,014 534 1,157 7,395 7,396 100%
１月 26 3,212 5,168 8,380 623 1,191 554 441 365 915 2,314 638 1,339 8,380 7,780 108%
２月 28 3,447 5,104 8,551 668 720 576 546 361 996 2,304 803 1,577 8,551 8,172 105%
３月 30 3,694 5,425 9,119 712 1,000 987 594 293 892 2,339 783 1,519 9,119 8,406 108%

下半期計 169 21,432 36,289 57,721 4,568 6,176 4,014 3,384 1,832 6,024 15,656 4,932 11,135 57,721 52,941 109%

年間合計 346 41,945 69,693 111,638 8,519 10,950 7,557 6,903 3,600 12,776 31,053 9,654 20,626 111,638 105,016 106%

区内 区外 市外 合　　計
体育室
(人)

ﾚｸﾎｰﾙ
(人)

図書貸出
冊　数

４月 5,508 1,879 445 7,832 2,789 1,412
５月 5,691 1,865 506 8,062 2,430 1,424
６月 6,030 1,876 531 8,437 2,649 1,715
７月 10,814 2,314 571 13,699 6,941 1,890
８月 5,461 1,611 418 7,490 2,333 1,806
９月 6,109 1,805 483 8,397 2,701 1,544

上半期計 39,613 11,350 2,954 53,917 19,843 9,791
１０月 6,271 1,918 516 8,705 2,973 1,561
１１月 12,009 2,784 778 15,571 2,659 1,322
１２月 5,497 1,526 372 7,395 2,512 1,270
１月 6,319 1,643 418 8,380 3,385 1,411
２月 6,213 1,820 518 8,551 3,144 1,479
３月 6,401 2,205 513 9,119 3,450 1,489

下半期計 57,721 18,123 8,532

年間合計 39,613 11,350 2,954 111,638 37,966 18,323

月別
開館日数
（日）

前年度
合計(Ｂ)

前年比(%)
Ａ／Ｂ

月別
居住区別利用数(人) その他利用数



　（様式４）

№ 実　施　内　容 金　額　(円） 備　　　考

1 会議テーブル　キャスター 　ｽﾄｯﾊﾟｰ付・無 17,712
キャスター破損の交換部品とし
て

2 カシオキーボード用スタンド 2,081

3 ヘアードライヤー　イオニティ 3,002 工芸作品を乾かすため

4 風呂いす 1,721 洗面所　幼児踏み台として

5 緑のカーテン用腐葉土 410

6 緑のカーテン用　ゴーヤ苗　ネット 1,720

7 業務用掃除機　吸い口（ﾍｯﾄﾞ） 2,376

8 Panasonic電気自転車ﾊﾞｯﾃﾘｰ 26,700

9 ピアノ調律（音・体　２台） 26,892

10 会議テーブル　キャスター 26,784

11 希望図書（佐伯泰英） 1,836

12 希望図書（佐伯泰英） 8,630

13 東芝ネオハライド２ 11,280

14 美化用掃除機修理代 10,260

15 ヤマハ譜面台（ｿﾌﾄｹｰｽ付） 15,695

16 中古文庫コミック三国志30巻 11,300 人気漫画が古くなったため入替

17 麻雀卓（マツオカ(株)） 23,432 破損のため購入

18 希望図書（佐伯泰英）１６冊 2,890

19 キーボード用ＡＣアダプター 1,410

20 SHARP　AQUOS　テレビ１０インチ 6,980

21 LANケーブル　アダプター 1,398

22 各種模造紙（文化祭） 2,967

23 センター所有自転車タイヤ修理 4,800

24 ココット型　小　 4,410

25 コクヨ会議テーブル 32,400

26 コードフック・アンテナプラグ 216

27 ＴＶアンテナ延長用ケーブル 1,060

28 LANケーブル　一式 10,337

29 布地　糸　他（文化祭） 8,276

施設名　横浜市地区城郷小机センター

平成28年度　ニーズ対応費使途一覧



　（様式４）№ 実　施　内　容 金　額　(円） 備　　　考

30 ウィルスバスター契約更新 9,680

31 PC設定料 16,200

32 プリンター　brother JUSTIO 14,342

33 トナーカートリッジ　JUSTIO 8,424

34 ばん重　身　２個（文化祭） 3,348

35 茶道具　柄杓（石州流）（文化祭） 5,320

36 マスク（作業用）（文化祭） 980

37 雑貨（文化祭） 2,052

38 食品（文化祭） 6,779

39 昼食代　崎陽軒（文化祭） 18,260

40 白布地（文化祭） 1,899

41 小型メモリーリーダ 834

42 白布（文化祭） 1,944

43 ティッシュ・アルコール消毒剤（文化祭） 551

44 昼食代　ほか弁（文化祭） 8,000

45 チェリー会　準備金（文化祭） 5,000

46 マーチングバンド楽器運送代（文化祭） 15,000

47 簡単パン　準備金（文化祭） 5,000

48 昼食代　チェリー会より購入（文化祭） 8,400

49 壁用白布　仕立て縫製代（文化祭） 3,000

50 お茶席券　地区センター支払分 8,700

51 目覚まし時計（ネクレス用） 1,274

52 加湿器（Gr.室・音楽室） 8,596

53 ２F男子トイレ扉用エアーダンパー
3,888

54 TOPページ修正　バナー製作費
6,300

55 アスクル商品（文化祭）
34,528

56 アスクル商品（文化祭）
2,592

57 ハンドミキサー 白
9,180

58 スミノエ　タイルカーペット 8,624

59 スミノエ　タイルカーペット 8,300

60 厚手キャラコ（横断幕製作費用） 5,047



　（様式４）№ 実　施　内　容 金　額　(円） 備　　　考

61 デザインテナント、水溶性はけ（横断幕製作費） 1,533

62 クロス（受付後ろのボード用） 4,069

63 菓子工房コーヒー権代 900

64 ICレコーダー 4,937

65 会議室テーブル 67,824

66 体育室空調機置場清掃（５箇所） 32,400

67 ﾈｯﾄﾜｰｸ設定変更作業 8,640

68 三英卓球台　国際規格ｻｲｽﾞ内折れ式
192,240 卓球台破損により購入

69
フルハイビジョン液晶テレビLC-40BH30
壁よせスタンドKF-650.

101,520
インターネット予約状況を利用者に
見てもらうためのサービスとして

70 カシオ電子ピアノ　ACアダプター 3,326

71 ヤマハ譜面台（ｿﾌﾄｹｰｽ付） 15,900

72 希望図書 4,285

73 バスケットボール５号、６号、７号 11,320

74 キャノンコンパクトカメラ 31,220

75 防犯カメラ　ダミー 2,860

76 メモリーカード 2,350

77 洗濯機５㎏　HITACHI 42,109 壊れたため

78 貸出用トランプ　ボール他 1,188

79 ベビーハイチェア　３台 18,792 数量不足のため

80 麻雀台 23,432 壊れたため

81 無線ルーター 13,770

82 利用者パソコン 42,984
インターネット予約のために利用者
貸出用として

83 天秤（美化用） 10,692 規格品でなかったため購入

84 パイプワゴン 3,747

85 蛍光灯LED化工事 503,280

86 PC設定料 19,440

87 騎士団長殺し　第１部　他 69,576

1,735,351



（様式５）

募集人数
（人）

延参加
人数(人）

委託料支
出総額
（円）

参加者
負担総額

(円）

総経費
(円）

徴収の
有・無

参加費用
（円）

１回１講師
あたり
（円）

１教室講
師謝金額

（円）

幼児 おはなしの部屋 毎月 23 20 902 77,387 0 77,387 無 0 3,000 69,000 おはなしキラキラぽっけ

どなたでも おもちゃの病院 通年 5 100 108 26,005 0 26,005 無 0 5,000 25,000 横浜港北おもちゃドクターの会

未就学児と保護者親子学級うさぎちゃん 6月～12月 8 56 448 105,928 70,000 175,928 有 2,500 18,000 144,000 講師6名

どなたでも 城郷小机シネマ 通年 4 50 196 123,012 0 123,012 無 0 城郷よってこ会

18歳以上 かわいいお弁当講座 4月 1 20 9 5,000 5,400 10,400 有 600 5,000 5,000 日本デコずし協会認定マイスター

どなたでも 初めてのポーセリンアート 4月 1 20 20 9,836 10,000 19,836 有 500 8,000 8,000

18歳以上 サンドウイッチパンを焼こう 4月 1 10 10 29,705 15,000 44,705 有 1,500 11,000 11,000 講師2名

18歳以上 土曜の朝の体操教室 4月～7月 12 120 1380 -60,444 276,000 215,556 有 2,400 16,000 192,000 講師2名

どなたでも うたごえ喫茶 4月～8月 5 40 225 28,175 22,500 50,675 有 500 8,000 40,000 講師2名

小・中学生 母の日フラワーアレンジメント 5月 1 15 17 10,900 5,100 16,000 有 300 8,000 8,000

18歳以上 かわいいお弁当講座子ブタちゃん 5月 1 20 12 5,000 7,200 12,200 有 600 5,000 5,000 日本デコずし協会認定マイスター

18歳以上 野菜ソムリエ季節の料理教室 5月 1 16 14 3,780 14,000 17,780 有 1,000 8,000 8,000 日本野菜ソムリエ協会認定講師

18歳以上 初心者のための韓国語教室 5月～7月 5 20 95 -12,500 47,500 35,000 有 2,500 7,000 35,000

18歳以上 夏バテ防止韓国料理 6月 1 20 21 8,529 31,500 40,029 有 1,500 10,000 10,000 講師2名

小・中学生 父の日フラワーアレンジメント 6月 1 15 17 10,900 5,100 16,000 有 300 8,000 8,000

18歳以上 初めてのパッチワーク 6月～7月 3 20 45 24,000 5,000 29,000 有 1,000 8,000 24,000

小・中学生と保護者 親子七夕お茶会体験教室 7月 1 20 13 8,444 1,800 10,244 有 300 7,000 7,000

どなたでも ふれあいコンサート 7月 1 0 172 4,812 0 4,812 無 0 0 0

小学生 ふしぎ発見理科ひろば 7月 1 30 30 8,718 15,000 23,718 有 500 8,000 8,000 日立横浜理科クラブ

小学生 DIYこども工作教室 7月 1 20 20 4,132 0 4,132 無 0 0 0 DIYアドバイザー神奈川

どなたでも ふれあいコンサート 7月 1 100 172 6,942 0 6,942 無 0

小学生 こども卓球教室 7月～8月 6 20 162 -2,115 32,400 30,285 有 1,200 3,000 18,000

小学生 小学生のデコ巻きずし教室 8月 1 10 18 10,400 5,400 15,800 有 300 5,000 5,000 日本デコずし協会認定マイスター

どなたでも ダチョウの卵でストラップ作り 8月 1 40 19 7,598 9,500 17,098 有 500 11,000 11,000 講師2名

どなたでも ポーセリンアートでマイお茶碗 8月 1 25 35 8,000 17,500 25,500 有 500 8,000 8,000

18歳以上 お月見うさぎのパッチワーク 8月～9月 3 20 18 25,200 6,000 31,200 有 1,000 8,000 24,000

18歳以上 フロマージュパンを焼こう 9月 1 10 8 10,907 12,000 22,907 有 1,500 11,000 11,000 講師2名

18歳以上 イタリアン料理教室 9月 1 16 16 2,067 16,000 18,067 有 1,000 8,000 8,000 日本野菜ソムリエ協会認定講師
2ヶ月～5ヶ月児

と母親
ベビーマッサージ 9月 3 20 60 8,999 12,000 20,999 有 1,200 5,000 15,000 チャイルドボディセラピストインストラクター

１人あたり参加費 講師謝金

備　　　　　考
（共催団体・その他）

施設名　横浜市城郷小机地区センター

平成28年度　自主事業報告書　

募集対象
事　　業　　名
（教　室　名）

開催時期 開催回数

参加人員 自主事業経費
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6ヶ月～12ヶ月児

と母親
ママとベビーのヨガ＆ストレッチ 9月 3 20 60 3,000 12,000 15,000 有 1,200 5,000 15,000 チャイルドボディセラピストインストラクター

どなたでも 初めてのフラダンス 9月～10月 6 20 80 5,500 10,500 16,000 有 1,500 16,000 16,000

18歳以上 土曜の朝の体操教室　秋 9月～12月 12 120 1296 -45,600 259,200 213,600 有 2,400 16,000 192,000 講師2名

18歳以上 ミルクで洋食 10月 1 20 18 -2,798 14,400 11,602 有 800 0 0 森永乳業 M'S Kitchgen専属講師

18歳以上 うたごえ喫茶喫茶 秋 10月 5 40 250 24,396 25,000 49,396 有 500 8,000 40,000 講師2名

未就学児と保護者文化祭　おはなしキラキラぽっけに集まれ 11月 1 20 40 2,072 0 2,072 無 0 0 0 おはなしキラキラぽっけ

未就学児と保護者文化祭　お菓子釣り 11月 1 50 100 20,804 0 20,804 無 0 14,000 14,000 講師2名

18歳以上 広島お好み焼き教室 11月 1 16 16 2,349 4,800 7,149 有 300 0 0 オタフクソース株式会社

18歳以上 手打ちうどん教室 11月 1 16 16 -3,553 5,400 1,847 有 300 0 0
（株）日清製粉グループ本社「フラワー手作り
教室」

どなたでも ブラインドサッカー体験会 12月 1 50 36 44,933 0 44,933 無 0 6,000 6,000

どなたでも クリスマスプレート作り 12月 1 25 32 8,000 22,400 30,400 有 700 8,000 8,000

18歳以上 クリスマスパン教室 12月 1 10 10 10,737 15,000 25,737 有 1,500 11,000 11,000 講師2名

小学生 小学生の書初め教室 12月・1月 2 10 26 13,277 3,900 17,177 有 300 6,000 12,000

18才以上 羊毛フェルト教室 1月 2 10 30 16,002 15,000 31,002 有 1,000 8,000 16,000
2ヶ月～5ヶ月児

と母親
ベビーマッサージ 冬 1月 3 24 72 600 14,400 15,000 有 1,200 5,000 15,000 チャイルドボディセラピストインストラクター

6ヶ月～12ヶ月児
と母親

ベビーヨガ＆ストレッチ 冬 1月 3 20 60 16,824 12,000 28,824 有 1,200 5,000 15,000 チャイルドボディセラピストインストラクター

18歳以上 土曜の朝の体操教室 冬 1月～3月 11 120 1166 -37,400 233,200 195,800 有 2,200 16,000 176,000 講師2名

どなたでも おひな様プレート作り 2月 1 25 29 9,404 20,300 29,704 有 700 8,000 8,000

18歳以上 イタリアン料理教室　春 3月 1 16 16 3,626 16,000 19,626 有 1,000 8,000 8,000 日本野菜ソムリエ協会認定講師

18歳以上 白菜キムチ作り 3月 2 20 40 16,461 40,000 56,461 有 2,000 10,000 20,000 講師2名

7655 607,951 1,365,400 1,973,351 0 42,000 352,000 1,279,000

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費）から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

合　　　　計



（様式６） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

設備巡視点検 設備巡視点検 三洋装備 12 毎月 20 26 16 17 25 16 21 20 24 22 23 18

受水槽清掃 三洋装備 27

空調機保守点検及び冷暖房
機器保守点検

中央監視装置点検 ガスター 不定期 24 25 22 28

ガス設備定期点検 東京ガス 3年毎 24

電気設備点検（高圧受電以
上）電気工作物保安管理

巡視点検（毎月１回）　定期点検（年１
回・３年１回随時）

小宮山 12 毎月 2 1 2 7 4 4 6 9 4 6 1 2

レジオネラ属菌検査 作動状況点検 ガスター 4 12～3 28 25 22 28

冷却水水質分析 水質検査 SK横浜分析センター 1 8 28

消防用設備点検 定期点検 ハマ防災 2 6・12月
23（総
合）消防
報告

9

昇降機点検 定期点検 ジャパンエレベーター 12 毎月 20 25 22 27 24 28 26 20 21 25 22 28

自動ドア点検 定期点検 ナブコ 3 ５，９，１月 26 25 18 20 27 25

機械警備点検 機械警備 全日警 常時 常時

床清掃（洗浄・ワックス） 住友不動産サービス 6 奇数月 25 28 28 24 25 28

全館ガラス清掃 住友不動産サービス 2 ６，９，１２，３月 25 28 28 24 25 28

Ｂ１受付室・ロビー・ＥＶホールワック
ス掛け

住友不動産サービス 6 偶数月 18 22 28 26 28 22

料理室換気扇清掃 住友不動産サービス 2 5・11 25 23

植栽剪定・草刈 除草工 住友不動産サービス 2 ６，１１月 25 26

エアコンフイルター清掃 住友不動産サービス 22 24

害虫駆除 住友不動産サービス 2 年２回 22 24

電
気
・
機
械
設
備

衛
生
管
理

建
物
等

清
掃
等

清掃業務

城郷小机地区センター管理計画・実績表

項　　目 業　　　　　務 内　　　容 再委託会社 年回数 実施月
平成28年 平成２９年
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平成28年　維持管理・保守点検　実施状況
施設名　城郷小机地区センター

1 実施年月日 実施内容 業者名 点検結果 対応状況

12 平成28年4月25日
エレベーター点検
（着床装置不具合）

日本エレベーター 交換が必要 地域振興課へ申請中

2 平成28年5月9日 加湿機点検 市保健所区生活衛生課
暖房使用前点検確
認

設備報告、管理計画作成

3 平成28年5月23日 料理室換気扇清掃 互幸ワークス 汚れの為 清掃

12 平成28年5月23日
エレベーター点検
（着床装置不具合）

日本エレベーター 交換が必要 地域振興課へ申請中

5 平成28年6月27日 エアコンフィルター清掃 住友不動産サービス 定期点検

6 平成28年6月27日 害虫駆除 住友不動産サービス 定期点検

12 平成28年6月27日
エレベーター点検
（着床装置不具合）

日本エレベーター 交換が必要 地域振興課へ申請中

8 平成28年7月27日 消防用設備点検 ハマ防災 異常なし

9 平成28年9月12日 中会議室エラー表示 キャプティ 汚れのため 清掃

10 平成28年10月11日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

11 平成28年10月24日 十二条点検 三洋装備 異常なし

10 平成28年11月12日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

11 平成27年11月19日 十二条点検 三洋装備 異常なし

12 平成28年11月21日
エレベーター点検
（着床装置不具合）

日本エレベーター 交換が必要 地域振興課へ申請中

13 平成28年11月28日 料理室換気扇清掃 互幸ワークス 汚れの為 清掃

14 平成28年11月28日 機械室加湿器修理 キャプティ 定期点検 部品修理

15 平成28年12月8日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

16 平成28年12月26日 十二条点検 三洋装備 異常なし

17 平成28年12月26日 入口自動ドア点検 神奈川ナブコ センサー故障 センサー交換

28 平成28年12月27日 消防用設備点検 ハマ防災 異常なし

19 平成29年1月10日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

20 平成29年1月20日 入口自動ドア点検 神奈川ナブコ 異常なし

21 平成29年1月23日 十二条点検 三洋装備 異常なし

22 平成29年1月23日 ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査 キャプティ 異常なし

23 平成29年1月23日 機械室加湿器点検 キャプティ 異常なし

24 平成29年1月23日 エレベーター点検 日本エレベーター 異常なし

25 平成29年1月23日 エアコンフィルター清掃 住友不動産サービス 定期点検

26 平成29年1月23日 害虫駆除 住友不動産サービス 定期点検

27 平成29年2月6日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

28 平成29年2月9日 消防用設備点検 ハマ防災 異常なし

29 平成29年2月20日 機械室加湿器点検 キャプティ 異常なし

30 平成29年2月20日 エレベーター点検 日本エレベーター 異常なし

31 平成29年2月20日 十二条点検 三洋装備 異常なし

32 平成29年2月20日 入口自動ドア点検 神奈川ナブコ 異常なし

33 平成29年3月3日 電気設備点検（高圧以上） 小宮山電ｋ時保安管理事務所 異常なし

34 平成29年3月27日 十二条点検 三洋装備 異常なし

35 平成29年3月28日 入口自動ドア点検 神奈川ナブコ 異常なし

36 平成29年3月28日 機械室加湿器点検 キャプティ 異常なし

37 平成29年3月28日 エレベーター点検 日本エレベーター 異常なし

38 常時 機械警備点検 全日警 異常なし

39 奇数月　休館日 床清掃（洗浄・ワックス） 住友不動産サービス 異常なし

40 奇数月　休館日 全館ガラス清掃 住友不動産サービス 異常なし



　（様式８）

様式５

施設名 　　　城郷小机地区センター
No 委託期間 委　　託　　内　　容 金額 業　　者　　名

1
28年4月1日～
29年3月31日

 定期清掃、その他清掃 939,915 住友不動産サービス㈱

2
28年4月1日～
29年3月31日

 システム警備 226,800 ㈱全日警

3
28年4月1日～
29年3月31日

 設備総合巡視点検 241,920 ㈱三洋装備

4
28年4月1日～
29年3月31日

 空調保守、冷暖房切替 249,043 東京ガス㈱

5
28年4月1日～
29年3月31日

 消防設備点検 128,563 ㈱ハマ防災

6
27年4月1日～
28年3月31日

 電気工作物保安業務 119,040 小宮山　康生

7
28年4月1日～
29年3月31日

 エレベータ保守点検 124,416 ジャパンエレベーターサービス㈱

8
28年4月1日～
29年3月31日

 自動ドア点検 51,840 ㈱神奈川ナブコ

9
28年4月1日～
29年3月31日

環境衛生管理業務委託　受水槽清掃業
務　飲料水水質検査

34,906 ㈱三洋装備

10 28年9月28日 冷却水水質検査委託 8,709
㈶新日本検定協会SK

横浜分析センター

11

12

13

14

15

平成28年度委託内容一覧
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№ 修繕年月日 修　繕　箇　所 金　額　(円） 業　者　名

1 H28.8.31 会議室メンテナンス工事 54,000 小松ウォール工業（株）

2 H28.9.26 ２階防火戸修理及び料理室ガス検知器交換 102,600 (株)ハマ防災

3 H28.10.5 中会議室窓側空調機のドレンパン詰まり 34,560 ホシザキ湘南(株)

H29.3.24 消防設備交換（３階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ｽﾋﾟｰｶｰ交換） 16,956 (株)ハマ防災

施設名　横浜市城郷小机地区センター

平成28年度　修繕一覧
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数量 年月日 数量 年月日

1 三面鏡姿見 三面鏡姿見ﾑｰﾐｰ　大 68,040 1 H28.10.17 増

2 富士通ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ LIFEBOOK　A574 66,200 1 H28.8.31 増

3 会議テーブル ｵｶﾑﾗ Ｎﾀｲﾌﾟ　サイドフォールドテーブル 63,936 2 H29.2.8 増

4 富士通ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ LIFEBOOK　A574 62,964 1 H29.2.8 増

5 卓球台 卓球台　サンエイ内折式 192,240 2 H29.3.13 増

6 acer ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ Travel Mate P2 42,984 1 H29.3.21 増

7 デジタルカメラ キャノン　Power Shot 31,220 1 H29.3.10 増

8 洗濯機 HITACHI 全自動洗濯機 36,925 1 H29.3.15 増

9 洗濯機 ﾅｼｮﾅﾙ　NA-F42M5-W 21,000 1 H.29.3.25 減

10 フルハイビジョン液晶テレビ LC-40BH30 72,900 H29.3.14 増

（注）当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名　横浜市城郷小机地区センター

平成２８年度　備品一覧

№ 品　　　　　名 形状・その他 単価（円）
購　　入 廃　　棄

増減
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施設名城郷小机地区センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年月日 内　　　　　容 対　応　結　果
伊坂幸太郎「サブマリン」の入荷をお願いします。 ５月の新着図書として配架する予定です

ゲームの音りょうをだしたい
ゲームの音は他の利用者の迷惑になりますので音は出さないで
ください。

もっとはでがいい
もう少し、文庫本を入れて下さい。 具体的な書籍名や作家のご希望がありましたらご提案下さい。

５月

夜の利用は８時５０分までであったのに、８時４０分
から勉強したり本を読んでいる真横を嫌がらせのように雑巾で拭いた
り自習室のドアを開け放つ男性職員の態度に非常にいら立つ、あと５
分、あと３分と皆頑張っているのだ。ふざけるな。

不愉快な思いをさせてしまい申し訳ありません。
今後はグループ室に関しては８時５０分前にドアを開け放
つことはしないよう徹底致します。
ロビーや図書コーナー等の机を拭く作業は、次に利用する
お客さまのために行っておりますのでご理解をいただけま
すようお願い致します。

・幸せになる勇気を購入希望 すでに４月に配架済です。

・どりーむバスター３（宮部みゆき）を区乳希望 検討致します。

・午後二時の証言者たち（天野節子）を購入希望 検討致します。

・「INTERIOR TRIP　雅姫が巡る、１５の居心地がいい家」を購入希望 検討致します。

・「イシシとノシシのスッポコペッポコ　へんてこ話」を購入希望 検討致します。

・「オーボラーラ男爵の大冒険」を購入希望 検討致します。

・これからお祈りにいきます（半村記久子）を購入希望 検討致します。

７月

平成２８年度苦情ご意見・要望対応状況

　
４月

６月

・求愛　　　　　　瀬戸内寂聴
・ねこのおうち　　柳美里
・代体　　　　　　山田宗樹
・ニセモノの妻　　三崎亜記
・希望荘　　　　　宮部みゆき
・三の隣は五号室　長嶋有
・伯爵夫人　　　　蓮実重彦

　
希望荘　宮部みゆきは９月の新着図書で配架致します。
それ以外の本については検討致します。
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・世界のともだち　3ブラジル/２２中国　　永武ひかる
・親子で楽しむはじめての算数
・算数好きな子育つ楽しいお話365　日本数学教育学会
・かいけつゾロリのおいしい金メダル　　　原ゆたか
・かいけつゾロリの大どろぼう　　　　　　原ゆたか

検討致します。

高がく年の本をふやしてほしい
どのようなジャンルの本をご希望かお知らせいただけると助か
ります。

９月

初めて映画会に参加し、とても良い企画と思いました。
町内回覧で13：00～16：00と書かれていましたが、
他の方が「13：15と書いてあります。よくお読み下さい」ときつく
言われお気の毒でした。帰りに良く見たらポスターにのみ15分と書か
れていました。
前半小声で話す場面が多く音が聞き取れませんでした。
私より先輩が多かったので、皆さんも同じだったのでは？
三国連太郎さん最後の作品との事で、エンドロールを見ようとしましたら、
すぐに点灯されてしまいました。もう少し余韻がほしい。
良い企画なだけに今後への期待も大きく、つい色々書いてしまいました。
よく図書コーナーを利用しますが受付の方々は皆さん
感じ良く手早く気が利き満足しております。

色々貴重なご意見、ご感想をありがとうございます。
映画上映時間、エンドロールが終えるまでの鑑賞について
は担当者及び共催者へ申し送り致します。

１０月

希望図書

・どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになる
　すごい方法（Eikp）
・９０才・何がめでたい（佐藤愛子）
・星へ行く船（新井素子）
・大きな島にさらわれないよう（川上弘美）

以上ご検討下さい。

検討致します。

８月
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私は小机地区センターにきたのは、初めてだったのでよくわからなかったの
ですが、カウンターのめがねをかけているお姉さんがやさしくこえをかけて
くれてうれしかったです。

ありがとうございます。
いつでも遊びに来てください。

カウンターの人がやさしかったのでうれしかったです。
ありがとうございます。
その言葉を励みにこれからも頑張ります。

文化祭の日プレイルーム使えるかどうか書いておいてほしい 来年度は予めお知らせするように致します。

藤堂志津子（著）　銀の朝　金の夜　読みたいです 検討致します。

文化祭のお知らせが町内の回覧に入って来ますが、回覧板が回って来た時に
は
文化祭が終わっています。
１０月の回覧にした方がよいと思います。

ご提案ありがとうございます。
例年文化祭のお知らせは、地区センターだより１０月号から
お知らせ掲載をしております。

２月５日
名たんていコナンつづきをいれてください。
よろしくおねがいします。

今のところ購入予定はございませんが検討致します。

２月１１日　希望図書
①翼がなくても　「中山七里」
②壁の男　「貫井徳郎」
③がん消滅の罠「岩木一麻」
④彼が通る不思議なコースを私も　「白石一文」
⑤どんなに体がかたい人でもベターっと開脚できるようになるすごい方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｅｉｋｏ」
以上宜しくお願いします。

①購入予定です（４月の新着図書）。
②検討します。
③３月の新着図書で配架予定です。
④検討致します。
⑤検討致します。

本を入れてほしい
上橋なおこ　さん　「精霊の守り人」シリーズ

「精霊の守り人」シリーズ全巻
すでに購入しており現在配架に向けて準備しています。
準備ができ次第配架します。

１１月

購入を検討致します。

希望図書
・マチネの終わりに（平野啓一郎）
・１２人の死にたい子どもたち（沖方丁）
・犯罪小説集（吉田修一）
以上ご検討下さい

１２月

平成２８年1月

２月

３月
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少女まんがおいてください。 今のところ予定はございません。

上もおかしありにしてください 食事やおやつは、２Ｆのロビーでお願いします。

小学生じゃなくてもバドミントンのラケットをかしてください。 貸出は小学生以下とさせていただいております。

マンガをたくさんおいてください。 今のところ予定はございません。

ゴミ箱をおいて下さい。 ゴミはお持ち帰りいただき、ご自宅で処分してください。

３月
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株式会社 有隣堂 

 

地区センター経理規定 

 

第 1条（目的） 

株式会社有隣堂（以下「当社」という）は、受託サービス課が横浜市から運営委託を受ける横浜市地

区センター（以下「センター」という）の予算、経理事務を円滑かつ正確に遂行するため、この規定を定

める。 

第２条（会計期間） 

センターの会計期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第３条（会計単位） 

センターの会計を一会計単位として、センター別に収支計算をおこない、報告書を作成する。 

第４条（会計費目） 

    当社の勘定科目とは別に会計費目を定め、すべての入出金を会計費目別に管理する。 

第５条（現金管理） 

   （１）センターは当初の運営資金を経理・情報システム部経理課（以下「経理課」という）より仮払いで受

ける。 

   （2）センターは入出金の都度、入金伝票・出金伝票を起票し、会計ツールで処理する。 

   （3）センターは毎日決まった時間に手許現金残高と現金日報の現金残高を照合する。 

   （4）センターは集計違算が１千円以上の場合は受託サービス課に報告し、１万円以上の場合は館長

名で経理課長宛に報告書を提出する。 

   （５）センターは手許現金の多寡に応じて、経理課に入金または経理課から追加の仮払いを受ける。 

   （６）センター館長は、当社決算日の現金有高を「現金残高報告書」で社長宛に報告する。 

第６条（入金処理） 

   （１）施設利用料、自主事業参加費の入金は毎日行なう。 

   （２）コピー料金、印刷料金、その他雑収入の入金は毎日行なう。 

但し、コインラック管理の場合は週に一度定期的に行なう。 

   （３）入金は現金に限り、クレジットカードや金券での入金は受け付けない。 

   （４）支払者に対して、所定の領収書を交付する。 

第 7条（物品等の購入） 

（1）物品等の購入は年度の予算を鑑み、最小の経費でその目的を達成し、その効果を発揮するよう

に努める。 

（２）１０万円未満（本体価格）の支出は館長決裁とし、１０万円以上（本体価格）の支出は受託サービス



課に支出伺書を送付し決裁を受ける。 

（３）修繕費の支出予算の執行をするときは、受託サービス課に修繕依頼書を送付し決裁を受ける。 

（４）３万円（本体価格）以上の物品を購入する際は同一条件で複数社（者）から見積書をとり、最安値

の見積りを提示したものと契約する。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

①契約の性質又は目的により契約の相手方を特定する必要があるとき。 

②災害の発生などにより、緊急を要するとき。 

③受託サービス課、経理課から特に指示があるとき。 

④社内で調達するとき。 

第８条（支払処理） 

（１）センターで現金支払いをする項目は受託サービス課から指示されたものに限る。 

（２）支払の前に計算の基礎を明らかにした請求書等を添付し、館長の認印を受ける。 

（３）支払の際には必ず領収書を受領する。ただし、債権者の指定する金融機関に振込支払する場合

は、金融機関の発行する振込受領書をもって領収書に替える。 

（４）口座振替などによる支払は、受託サービス課、経理課の指示に従う。 

（５）経理課で支払処理をする請求書等は館長の認印を押した後、速やかに受託サービス課に送付す

る。  

第９条（源泉徴収） 

   （１）自主事業の講師料など、所得税法に定められた源泉徴収の対象となる報酬等を支払った場合は、

支払額の 10％（平成 49 年 12 月 31 日までは復興特別所得税を含めて 10.21％）を預かり金として

処理をする。支払時の領収書は源泉徴収額を含んだ金額とする。 

   （２）源泉徴収をともなう支払があった場合は、報酬等支払申請書に必要事項を記入し、経理課に１ヶ

月分まとめて送付する。 

第１０条（締日） 

会計の毎月の締日を毎月２５日とする。ただし、８月及び３月は末日とする。 

第１１条（報告） 

（１）センター経理担当者は毎月締め日の翌日に集計処理を行い、１ヶ月分の会計データを受託サービス

課宛に電子メールで送信する。 

（２）センター経理担当者は１ヶ月の入出金を以下の帳票にまとめ、館長の承認を受ける。 

①現金出納帳（現金日報） 

②月次報告書（費目別集計月報、費目別明細月報、入金伝票、出金伝票） 

③自主企画報告書 

④報酬等支払申請書 

（３）センター経理担当者は毎月締日から３日以内に当社営業本部ビルにて前項（2）で作成した帳票を提

出し、受託サービス課及び経理課の承認を受ける。 

第１２条（月次締処理） 

   （１）経理課はセンターから報告された１ヶ月の収支明細にもとづき、当社の会計処理をおこなう。 



（２）受託サービス課はセンターから報告された１ヶ月の収支明細に、当社で会計処理を行なったデータを

加え、センター別に収支報告書、収支明細書、月次予算管理簿、年間予算管理簿を作成する。 

（３）受託サービス課は同条（２）で作成した帳票を必要に応じてセンターにフィードバックする。 

第１３条（決算処理） 

受託サービス課は毎年３月本事業終了後、直ちに年間の収支決算書を作成し、経理課の審査を経

たのち、横浜市に報告をおこなう。 

第１４条（予算編成） 

年度予算の編成については、受託サービス課指示のもとに支出規模、費目別予算を策定する。 

第１５条（証票書類の保管） 

帳簿及び証書類の保管は以下の通りとし、保管期限は７年とする。 

①センターで保管 

現金日報、入金伝票、出金伝票、支出伺書、修繕依頼書、自主企画報告書 

②受託サービス課で保管 

収支報告書、収支明細書、月次予算管理簿、年間予算管理簿 

 ③経理課で保管 

費目別集計月報、費目別明細月報、報酬等支払申請書 

第１６条（内部監査） 

    必要に応じて受託サービス課及び経理課は、会計監査を行なう。監査時には館長、経理担当者が立ち

会うものとする。 

 

附則（平成１８年３月１日制定） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則（平成２０年４月１日改定） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則（平成２８年４月１日改定） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則（平成２８年７月１日改定） 

この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 
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第1章 総 則 

 

 (目 的) 

第1条 この規則は株式会社有隣堂（以下「会社」という）に雇用されるパートナースタッフ、サブ

スタッフ及びシーズンスタッフ（以下「アルバイト」という）の労働条件とその就業に関す

る事項を規定する。 

この規則に定めない事項については、労働基準法その他の法令による。 

 

(アルバイトの定義) 

第2条 この規則において、アルバイトとは第４条に定めるところにより時間雇用者として「アルバ

イト雇用契約書」を結びこの就業規則の適用を承諾して雇い入れられた者をいう。 

  2     アルバイトの契約条件は、アルバイト雇用条件一覧（別表-2）に定める通りとする。 

  3     本規定でいう高校生等とは、満 15 歳に達した日以後最初の 4 月 1 日より満 18 歳に満たない 

者とする。 

  4   本規定でいう学生とは、高校・大学・専門学校生をいう。ただし、通勤手当における学生と

は、学割の対象者となる学生をいう。 

 

（規則の遵守及び変更） 

第3条 アルバイトは、この規則並びに業務上の指示・命令を遵守して誠実に職務に従事しなければ

ならない。 

   2    本規則は法令の制定もしくは改廃、又は経営上の理由等により変更することがある。 

 

第2章 人 事 

 

第1節 採 用・異 動 

 

(採 用) 

第4条 会社はアルバイトとして就業を希望する者より選考の上、適当と認めた者をアルバイトと

して雇い入れる。 

2 前項の雇い入れにあたっては、別紙「雇用契約書」を作成し、双方署名（記入押印を含む）

する。 

2    高校生等を採用する場合は、本人の住民票と親権者の同意書の提出を求めるものとする。 

3 アルバイトは採用の日から、当社従業員としてこの規則の適用を受ける。 

 

(試用期間) 

第5条 新たに採用した者については、採用の日から 2 ヶ月の試用期間をもうける。 

2 試用期間中または試用期間満了の際、引続きアルバイトとして勤務することが不適当と認め

られる者については、契約を解除する。 

3  試用期間は、勤続年数に通算する。 
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(入社手続き) 

第6条 アルバイトとして採用された者は速やかに会社の定める書式に従い、次の各号の書類を会

社に提出しなければならない。 

1) 自筆による履歴書 

2) 写真 

3）個人番号カード裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載 

された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続きにおける

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)施

行規則で定める書類（ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。） 

4）その他会社が提出を求めた書類 

2       前各号の書類は会社の指示によりその一部を省略することがある。 

3       第１項の記載事項に変更のあったときは、速かに届出なければならない。 

4       本条第 1 項 3)において取得した本人及びその扶養家族の個人番号は、以下の目的で利 

用する。 

1) 雇用保険届出事務 

2) 健康保険・厚生年金保険届出事務 

3) 国民年金第３号被保険者届出事務 

4) 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

5        個人情報及び特定個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を公表してい

る場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表する。 

 

（雇用契約期間） 

第7条 アルバイトの雇用契約期間は 6 ヶ月とする。（3 月 11 日、9 月 11 日を基準とする） 

ただし、試用期間(2 カ月)終了後、最初の基準日までの期間が 6 ヵ月に満たない場合は基準

日までとする。 

2   前項の雇用契約期間は、契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績・態度・能力、会社

の経営状況、従事している業務の進捗状況等を考慮して更新することができる。 

 

（応援支援）  

第8条 会社はアルバイトに対して、業務上の必要があるときは応援勤務を要請することがある。 

 

第2節 退職及び解雇 

 

（退 職) 

第9条 アルバイトが次の１つに該当するときは退職とする。 

1) 死亡したとき。 

2) 契約期間が満了したとき。 

3) 自己の都合により、退職の申出があったとき。 

4) 1 ヶ月以上継続して欠勤したとき。 

5) 無断欠勤が 7 日を越えたとき。 
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6) 学校在学者であるアルバイトが、現在校を卒業、または退学したとき。 

 

（退職手続） 

第10条 アルバイトが自己の都合により契約期間内に退職を希望するときは、14 日前に会社にその

むねを願い出なければならない。 

 

（解 雇） 

第11条 会社はアルバイトが次の各号の１つに該当するときは、雇用期間の途中であっても解雇す

る。 

1) 業務量の減少・正社員の充足等により、アルバイト雇用の必要がなくなったとき。 

2) 精神または身体に障害があるかもしくは虚弱・疾病のため業務に堪えられないとき。 

3) 勤務状況または勤務態度がはなはだ悪いとき、あるいは能力不足等当社業務に不

適当で、就業に適しないと会社が判断したとき。 

4) 第 36 条２の規定に該当するとき。 

5) その他前各号に準ずる理由があり、アルバイトとして不適格と認められたとき。 

 

(解雇の予告)   

第12条 会社はアルバイトを解雇しようとするときは、少なくとも 30 日前に予告するか 30 日分の

法に定める平均賃金を支払って解雇する。但し前条第４号に該当し所轄労働基準監督署長

より解雇予告除外認定を受けたときは支給を行わない。 

 

第3章 営業時間・労働条件・服務規律 

 

第1節 営業時間 

（営業時間） 

第13条 営業時間は社内ネット「サイボウズ」文書管理にある「有隣堂店舗一覧表」による。但し業

務の都合により営業時間を変更、又は延長することがある。 

 

第2節 労働条件 

 

（就業時間） 

第14条 アルバイトの所定労働時間は、部門ごとに始業・終業の時刻を定め、個人別の雇用契約にお

いて定める。 

2 前項において契約した始業・終業時刻は業務または季節の都合によりこれを繰上げ、繰下げ

て変更することがある。その場合はあらかじめ本人に通告する。 

3 アルバイトの都合によって前項の変更をするときは、そのむねを事前に会社に通知し承認を

受けること。 

4 会社は第１項の所定労働時間を業務の都合により、前日までに通知することにより調整する

ことができる。但し、賃金は実労働時間をもって計算するものとする。 

5 パートナースタッフは、週の所定労働時間が 28 時間超 37.5 時間以下とする。 

6 サブスタッフＬは、週の所定労働時間が 20 時間以上 37.5 時間未満とする。 
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7 サブスタッフＳは、週の所定労働時間が 20 時間未満とする。 

8 シーズンスタッフは、契約期間を 2 ヶ月以内とし、週の所定労働時間が 37.5 時間以下とす

る。 

9 高校生等の勤務時間は、午前 8 時から午後 9 時の範囲で定め、この時間を超えての早出や残

業、深夜及び休日労働を禁止する。 

 

（休 憩） 

第15条 アルバイトの休憩時間は交替で原則、45 分～70 分の範囲とし与える。 

2  前項の休憩時間は部門の実情に応じて、それぞれの個別雇用契約において定める。 

 

（休 日） 

第16条 アルバイトの休日は原則、個別雇用契約による。 

2 会社は前項の休日について業務上必要がある場合はあらかじめ通告して休日振替を行うこと

がある。 

 

（年次有給休暇） 

第17条 新規雇用契約者で６ヶ月間継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した者には、年次有給休暇付

与日数一覧（別表-1）に定める年次有給休暇を与える。付与起算日は毎月 11 日とし、11 日

から翌月 10 日の間に入社した者は 11 日を付与起算日とする。 

2 新規雇用契約後、1 年 6 ヶ月目からは、その日から 1 年間さかのぼった日より継続勤務し全

労働日の 8 割以上出勤した者に、年次有給休暇付与日数一覧（別表-1）に定める年次有給休

暇を与える。 

3 年次有給休暇は翌年度に限り、繰越すことができる。 

4 年次有給休暇の賃金は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金をもってこれを定

める。通常の賃金には割増賃金等の所定時間外の労働に対して支払われる賃金は算入しない。 

5 前各号に定める年次有給休暇はアルバイトの請求する時季に与える。但し業務の正当な運営

をさまたげる場合には会社は時季を変更することができる。 

6 第１項及び第２項の休暇の請求は、原則として前日の勤務時間終了前までに所属長に届出る

こととする。 

 

(特別休暇)  

第18条 アルバイトが次の１つに該当するときは、請求により特別休暇を与える。但し、無給とする。 

1) 産前産後の休暇（労働基準法第 65 条に該当する場合)  産前 6 週間（多胎妊娠 

の場合にあっては、14 週間）産後 8 週間（産後 6 週間を経過した女性アルバイト 

から請求があった場合は、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる） 

2) 生理休暇（但し生理日の就業が著しく困難な場合） 申し出た日数 

3) 育児時間（1 歳に満たない子を養育する女性アルバイトから請求があった場合は、 

休憩時間のほかに 1 日について 2 回、1 回について 30 分与える） 

4) 子の看護休暇・介護休暇（社員就業規則第 40 条に準ずる。ただし、第 40 条 1-3

項にある半日単位の取得については、所定労働時間が 4 時間以下の者について

は適用を除外とし、1 日単位の取得とする。） 
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2   アルバイトが次の号に該当するときは、請求により特別休暇を与える。但し、有給とする。 

1) 裁判員制度による公務休暇 

裁判員候補者として任命され、通知を受け裁判所に出頭した時並びに裁判員又は

補充裁判員として選任され裁判審理に参加する時  申し出た必要日数 

 

（時間外・休日労働勤務） 

第19条 アルバイトは原則として、所定労働時間以外の労働は行わない。但し、業務上必要がある場

合には、所定の手続きを経て、所定労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。 

   2     高校生等の時間外勤務は、第 14 条の 9 項による。 

 

（勤務記録） 

第20条 アルバイトは、出社及び退社の際、自らタイムレコーダーを打刻することによって勤務記

録とする。 

 

（育児休業及び介護休業等） 

第21条 次の各号の１つに該当するときは会社に申し出ることにより制度の適用を受けることが 

できる。 

(1)  育児休業及び育児短時間勤務  

(2)  介護休業及び介護短時間勤務 

2   前項(1)(2)は、「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程 パートナースタッフ・サブ

スタッフの部」「介護休業及び介護短時間勤務等に関する規程」に準じて運用する。 

 

第3節 服務規律 

 

（物品の持込及び持出）  

第22条 アルバイトが物品の持込及び持出を行う場合は、所定の手続きを経なければならない。 

 

（所持品の検査） 

第23条 必要により、担当係員が、所持品の検査をすることがある。この検査は正当な理由なくし

てこれを拒むことができない。 

 

（勤務の心得） 

第24条 アルバイトはこの規則を守り、職務上の責任を重んじ職制の上長の指示・命令に従い、業

務に精励しなければならない。 

 

(禁止事項)    

第25条 アルバイトは、会社の信用と利益を重んじ、業務上の秘密その他、会社の不利益となるこ

とを他にもらし、会社の名誉、信用を傷つけてはならない。 

 

(遵守事項) 

第26条 アルバイトは、下記事項を遵守しなければならない。 
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1) 職務権限を超え、専断な行為をしないこと。 

2) 職務遂行に当たっては、会社の利益を図り、私利に走らないこと。 

3) 職務に関し会社の許可なく金銭・物品をうけ、または借用しないこと。 

4) 上長の許可なくみだりに職場を離れないこと。 

5) 勤務時間中に許可なく業務外のことをしないこと。 

6) 内外を問わず当社従業員としての品位を傷つけるようなことはしないこと。 

7) 他の従業員の業務をさまたげないこと。 

8) 職場の清潔、整理、整頓に努めること。 

9) 盗難、火災の防止、及び安全、衛生事項の実施に努めること。 

10) 会社の施設、機械、器具、製品、原材料等を愛護し、物品を節用すること。 

11) 食事または喫煙は原則として所定の場所で、決められた時間に行うこと。 

12) 会社の承諾を受けないで他の会社等の役員または従業員を兼務し、もしくは自ら

事業を行い、会社の利益に反するような業務に従事しないこと。 

13) 職務に関し改善意見があるときは、所属長に具申し、所属長は速やかに意見を

附して上司に上申すること。 

14) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント及び、それに類する行為をしな

いこと。なお、「セクシャルハラスメント防止に関する規程」を別に定める。 

14-2)  育児休業制度、介護休業制度の申出・利用に関して、当該申出・利

用をする従業員の就業環境を害する言動を行わないこと  

15) 職務上知り得た情報を正当な理由なく他に洩らさぬこと。 

16) 会社及び会社の従業員並びに顧客を誹謗中傷するような言動、秘密を察知され

るような言動、又は名誉を損なうような言動を、ブログ・ツイッター等のイン

ターネット上に書き込みしてはならない。 

17)  別途定める個人情報の規程基準及び特定個人情報の基準に合わせて保護推進に

努めること。 

18）その他服務に対して会社が命令した事項。 

 

（秘密保持義務） 

第 26 条の 2 

    アルバイトは在職中及び退職後において、会社が業務上秘密としている一切の情報につき、

厳に秘密として保持し、会社の事前の許可なく、いかなる方法をもってしても、開示、漏

洩、又は使用してはならない。 

  2  アルバイトは前項の秘密情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない

情報を不正に取得してはならない。 

3  アルバイトは職場又は職種の異動又は退職に際して、自らが管理していた第 1 項の秘密情

報に関するデータ・情報書類等を、会社の指示に従い、速やかに破棄、消去又は返却しな

ければならない。 

 

（貸与パソコンの私的利用禁止・モニタリング） 

第 26 条の 3 
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    アルバイトは会社が貸与した電子端末を業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、私的に

利用してはならない。 

2   会社は情報システム及び情報資産の保護のため必要であると認めた場合には、アルバイト

の使用する電子端末及び電子メール等をアルバイトの断りなくモニタリングすることが

できるものとする 

 

（ＳＮＳ利用制限） 

第 26 条の 4 

    アルバイトがソーシャルメディアを利用して会社に関係する情報その他の情報を発信する場

合は、会社及び取引先等の第三者の秘密情報を漏洩したり、会社の信用を損なう内容を発信

してはならず、又、当該情報発信が会社の公式の情報発信であると誤解されるような内容の

発信をしてはならない。 

 

（通勤手段の制限） 

第 26 条の 5 通勤手段は公共の交通機関を利用することとし、原則として、自動車、バイク、原動

機付自転車、自転車等の使用は禁止する。 

    2 前項に違反し通勤途中に起こした事故等の責任の所在は以下のとおりとする。 

(1) 会社は第三者に対する賠償責任を一切負わない。また、従業員自身の損害につ

いても一切の補償を行わない。 

(2) 第一項における事故により会社が損害を受けた場合は、当該従業員に対し賠償

請求を行う事がある。 

 

(禁止行為) 

第27条 アルバイトは会社内において、許可なく政治運動、示威運動、演説会、集会を行い、また

は文書類を掲示、配布するなど、あるいは宣伝放送の行為をしてはならない。 

 

 (教 育) 

第28条  アルバイトは、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない

限り教育訓練を受けなければならない。 

    

(届出事項) 

第29条 アルバイトは次の場合には、速やかに所属長を経て会社に届出なければならない。 

1) 氏名、現住所、電話の変更があったとき。 

2) その他会社提出書類の記載事項に変更があったとき。 

 

(早退・遅刻) 

第30条 止むを得ない事由により早退または遅刻するときはその都度会社に届出なければならない。 

 

(私用外出) 

第31条 就業時間中の私用外出は原則として認めない。但し、止むを得ない事由により外出すると

きは所属長の許可を受けなければならない。 
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(欠 勤) 

第32条 病気その他止むを得ない事由により欠勤するときは、事前に会社に届出なければならない。

但し傷病その他止むを得ない場合は事後できる限り速やかに届出るものとする。 

2 この場合、本人の希望により第 17 条の年次有給休暇をもってこれに充てることができる。 

 

(貸与品の返却・弁済) 

第33条 退職または解雇されたとき、制服その他会社から貸与されたもの一切を直ちに返還し、給

与の精算並びに会社債務の弁済その他これに関する諸手続きを行わなければならない。 

 

(損害賠償) 

第34条 アルバイトが故意または重大な過失により会社に損害を与えたときは弁償させることがあ

る。 

 

第4章 制 裁 

 

(制裁の種類） 

第35条 アルバイトの制裁処分は、雇用契約の解約、譴責の二種類として情状に応じて適用する。 

1)  譴責       訓戒の上、始末書を提出させる。 

2)  雇用契約の解約  雇用契約期間の途中であっても懲戒解雇処分とする。 

 

(制裁を行う場合)  

第36条 アルバイトが、次の各号の 1 に該当し、会社が必要と認めた場合は譴責に処する。 

1) 会社の規則及び上司の指示、命令に違反したとき。 

2) この規則の服務規律に違反したとき。  

3) 故意、または過失により、会社に損害、また不利益を与えるような行為をしたと

き。 

4) 第 26 条 (17 の個人情報及び特定個人情報等の保護に違反し、その情状が悪質と

認められるとき。 

5）その他前各号に準ずる程度の行為をしたとき。 

 

2 アルバイトが、次の各号の 1 に該当し、会社が必要と認めた場合は雇用契約の解約に処する。 

1) 会社の規則及び上司の指示、命令に違反し、再三にわたる注意を受けても改めない

とき。 

2) この規則の服務規律に違反し、再三にわたる注意を受けても改めないとき。 

3) 故意、または過失により、会社に重大な損害、また不利益を与えるような行為をし

たとき。 

4) 社内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、または、こ

れらの行為が会社外で行われ、会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき。 

5) 刑罰、法規に触れるような行為をしたとき。 

6) その他前各号に準ずる程度の行為をしたとき。 
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第5章 賃 金 

 

（賃金構成） 

第37条 アルバイトの賃金の種類は次のとおりとする。 

1) 基本給 

2) 通勤手当 

3) 諸手当  時間外手当等 

 

（計算及び支払控除） 

第38条  給与は前月 11日から当月 10日までの期間の分について毎月 25日に全額、本人名義の

銀行口座に振込にて支払う。 

2 前項の支払日が金融機関の休日に当たるときは前日に繰り上げて支払う。      

3 給与の中から次のものを控除する。 

所得税、住民税、雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険

者の負担分、また、本人の承諾を得たもの、並びに労使協定により控除することとし

たもの。 

 

（基本給） 

第39条 基本給は、契約所定労働時間×時間給とする。 

時間給は雇用形態、経験、能力等を考慮して決定する。 

 

（時間外勤務手当） 

第40条 時間外勤務手当は、次の計算式で支給する。 

1) 時間外勤務手当 A 

（契約時間を超えて法定労働時間(８時間)以内勤務の場合) 

契約時給×1.00×時間外労働時間 

2) 時間外勤務手当 B 

（法定労働時間を越えた場合)  

契約時給×1.25×時間外労働時間 

3) 深夜勤務手当 

（法定労働時間以内で午後 10 時～午前 5 時勤務の場合） 

契約時給×1.25×法定労働時間内の深夜実働時間 

4) 深夜時間外勤務手当 

（法定労働時間を超えて午後 10 時～午前 5 時勤務の場合）  

契約時給×1.50×深夜実働時間 

5) 休日出勤手当 

契約時給×1.35×休日労働時間 

6) 休日出勤日の深夜時間外勤務手当 

契約時給×1.60×深夜実働時間 
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（通勤手当） 

第41条 次により通勤手当を支給する。 

1) 最安乗車区間をとることを原則としてアルバイト類型別基準に基づき毎月の通勤

実費を支給する。但し、通勤実費は、「一ヵ月の定期代」と「一日の往復 IC 運賃

×出勤日数」のうち、額の低い方とする。 

1-1) 通勤途上において、一つの交通機関を利用する距離が 1.5km に満たないときは通

勤手当支給の対象外とする。但し、これによることが不合理と考えられるときは、

個々の状況に応じ、合理性に基づき部門長が決定する。 

2) 上記「一ヵ月の定期代」は、15,000 円を上限とする。また、学生は 10,500 円を

上限とする。 

3) 学生の場合、勤務場所が通学定期内の沿線途中にある場合は通勤手当を支給し

ない。 但し、学校が休みの間で通学定期を購入しない時期を考慮し、下記の

期間通勤手当を支給する。計算の方法は本条の１）とする。 

① 1 月 11 日から 3 月 10 日  

② 7 月 11 日から 9 月 10 日  

4) 徒歩通勤者には支給しない。 

 

（時給の改定） 

第42条 第 7 条 2 項により契約更新する場合、勤務評価等会社の判断により、3 月 11 日並びに 9 月

11 日からの更新において、時給の改定を行うことがある。但し、3 月 10 日現在及び 9 月

10 日現在、入社後、4 ヶ月に満たない者は対象とならない。 

2   前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に改定を行うことがある。 

 

（減額） 

第43条 アルバイトが遅刻、または早退した場合は、時間相当額を減額する。 

 

第6章 安全衛生・災害補償 

 

（安全衛生） 

第44条 アルバイトは安全衛生について、会社の定める規定にしたがい、当該就業に関し、定められ

た安全衛生の心得を遵守し、所属長の指示を守り、危害の予防、及び保健衛生の向上につと

めるとともに、会社の行う安全衛生に関する措置はすすんで協力し、事故のないように注意

して、就業しなければならない。 

 

（災害補償） 

第45条 アルバイトが業務上の理由もしくは通勤により、負傷あるいは疾病にかかった場合、または

死亡した場合の災害補償は、労働者災害補償保険の定めるところによる。 

 

 

第 8章 雑 則 
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（改廃） 

第 46 条   本規則の改廃は、人事総務部長が起案し担当取締役に提出の上、社長が決裁する。 

2 本規程における軽微な修正は改定とはみなさない。 

 

 

 

付則（昭和 52 年 3 月 1 日制定） 

第1条 本規則は、昭和 52 年 3 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 9 年 3 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 9 年 3 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 11 年 5 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 11 年 5 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 17 年 9 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 17 年 9 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 19 年 4 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 19 年 4 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 19 年 9 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 19 年 9 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 20 年 4 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 20 年 4 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 20 年 9 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 20 年 9 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 21 年 1 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 21 年 1 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 21 年 6 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 21 年 6 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 21 年 9 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 21 年 9 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 21 年 10 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 21 年 10 月 11 日から実施する。 
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付則（平成 22 年 10 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 22 年 10 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 23 年 10 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 23 年 10 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 24 年 5 月 11 日改定） 

第1条  本規則は、平成 24 年 5 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 24 年 7 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 24 年 7 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 24 年 9 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 24 年 9 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 24 年 10 月 25 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 24 年 10 月 25 日から実施する。 

 

付則（平成 25 年 8 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 25 年 8 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 25 年 10 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 25 年 10 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 26 年 9 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 26 年 9 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 26 年 12 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 26 年 12 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 27 年 4 月 1 日改定） 

第1条 本規則は、平成 27 年 4 月 1 日から実施する。 

 

付則（平成 27 年 8 月 11 日改定） 

第1条 本規則は、平成 27 年 8 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 27 年 9 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 27 年 9 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 27 年 11 月 11 日改定） 
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第 1 条 本規則は、平成 27 年 11 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 28 年 9 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 28 年 9 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 28 年 11 月 11 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 28 年 11 月 11 日から実施する。 

 

付則（平成 29 年 1 月 1 日改定） 

第 1 条 本規則は、平成 29 年 1 月 1 日から実施する。 
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別表-1 〔年次有給休暇付与日数〕 

週の所定 

労働日数 

勤  続  年  数 

  

6 ケ月 

1 年 

6 ケ月 

2 年 

6 ケ月 

3 年 

6 ケ月 

4 年 

6 ケ月 

5 年 

6 ケ月 

6 年 

6 ケ月 

7 年 

6 ケ月 

8 年 

6 ケ月 

9 年 

6 ケ月 

10 年 

6 ケ月

以上 

週 5 日 10 11 12 14 16 18 20 6 年 6 ケ月以上は 20 日 

週 4 日 7 8 9 10 12 13 15 6 年 6 ケ月以上は 15 日 

週 3 日 5 6 6 8 9 10 11 6 年 6 ケ月以上は 11 日 

週 2 日 3 4 4 5 6 6 7 6 年 6 ケ月以上は 7 日 

週 1 日 1 2 2 2 3 3 3 6 年 6 ケ月以上は 3 日 
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第1章 総 則 

 

（目的） 

第1条 この規則は株式会社有隣堂の契約社員の就業に関する基本的事項を定めたも

のである。 

2 この規則に定めた事項の他、契約社員の就業に関する事項は労働基準法その他

の法令の定めるところによる。 

（規則遵守の義務） 

第2条 会社及び契約社員はこの規則を遵守して相ともに協力し、社業の発展に務めな

ければならない。 

（契約社員の定義） 

第3条 この規則で契約社員とは、第２章に定める手続を経て採用された者をいう。  

 

 

第2章 人 事 

 

第1節 採用及び入社 

（採用） 

第4条 会社は入社を希望する者の中から必要な者を選考の上採用する。  

入社を希望する者は次の書類を会社に提出しなければならない。  

1) 自筆による履歴書 

2) 最近の写真 

3) その他会社が必要とする書類 

（採用者提出書類） 

第5条 新たに契約社員として採用された者は採用後10日以内に次の書類を会社に提出 

しなければならない。 

1) 住民票記載事項証明書 

2) 誓約保証書 

3) 給与所得者の扶養控除申告書 

4) 入社の年に他より給与所得のあった者は源泉徴収票 

5) 年金手帳又は基礎年金番号通知書 

6) 前職のあった者は雇用保険被保険者証 

7) 個人情報保護に関する誓約書 

8) 個人情報の取得・利用に関する同意書 

9) 個人番号カード裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに

記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政

手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律

(以下「番号法」という。 )施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確

認を行う場合は原本を提示する。) 

10)その他会社が必要とする書類 

2 前項により会社に提出された書類は、会社の諸規則、諸規程を実施する目的のた

めに利用する。 

3  本条第 1 項 9)において取得した本人及びその扶養家族の個人番号は、以下の目的で

利用する。  

1) 雇用保険届出事務 
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2) 健康保険・厚生年金保険届出事務 

3) 国民年金第３号被保険者届出事務 

4) 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

4  個人情報及び特定個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を公表している場合 

を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表する。 

（労働条件の明示） 

第5条の2  会社は、前条の採用に際し、本規則及び本規則に付随する諸規定を提示し、

労働条件の説明を行なうものとする。 

2 前項の雇用契約の締結に際し、会社は雇用する者に、次の事項について文書を

交付する。 

1) 賃金に関する事項 

2) 雇用契約の期間に関する事項 

3) 就業場所及び従事する業務に関する事項 

4) 始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代

制の取扱い 

5) 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

（試用期間） 

第6条 新たに採用された者については、採用の日から 3ヶ月間の試用期間を設ける。

但し、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがあ

る。 

2  試用期間中の契約社員が次の各号に該当し、契約社員として不適格と認めた場

合には解雇する。但し、使用後14日間を経過した者については、第16条の手続き

により行なう。  

1) 業務成績不良 出勤率及び無断欠勤等、契約社員として不適格と判断され  

る者  

2) 勤務態度不良 言動及び協調性等、契約社員として不適格と判断される者  

3) 業務不適格  業務に対する適正及び能力等から業務適格性が無いと判断

される者  

4) 健康状態不良 健康管理上、業務の適性及び継続的就業を考慮すると、就

労が不適格と判断される者  

5) その他    その他、会社が不適格と判断した者  

3  試用期間を終えて本採用された者は、試用期間を勤続年数に通算する。   

 

第2節 異 動 

（異動･出向） 

第7条 会社は契約社員の勤怠、能力及び適性に応じ、或いは業務上の都合により昇格、

降格、転勤又は係替等の人事異動を行う。契約社員は正当な理由なくしてこれを

拒むことは出来ない。 

  2 会社は契約社員に対し、業務上の都合により関連企業に本人の同意のうえ出向を

命ずることがある。  

 

第3節 雇 用 契 約 期 間 

 

（雇用契約期間） 
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第8条 契約社員の雇用契約期間は、原則として１ヶ年とする。また、原則として、初

回の契約期間は入社日～直近の9月10日とし、以降は9月11日～翌年9月10日とす

る。 

 

第4節 休 職 

（休職） 

第9条 契約社員が次の各号の1に該当する場合は休職とする。 

1) 業務外の傷病により欠勤引続き3ケ月以上にわたる場合 

2) 事故欠勤引続き1ケ月以上にわたる場合 

3) 公職につき長期にわたり業務に支障がある場合  

4) 社命により長期間会社外の職務に専従する場合  

5) 前各号のほか特別の事情があって会社が必要と認める場合  

2 休職中の契約社員は、会社の求めに応じ病状等の合理的に必要とされる事項に

ついて報告しなければならない。  

（休職期間） 

第10条 前条の規定による休職期間は次のとおりとする。 

1) 前条1号の場合 契約期間満了日まで  

2) 前条2号の場合、休職開始から6ケ月経過した日、または契約期間満了日

のどちらか早く到来する方まで  

3) 前条3号から5号までの場合、その必要な期間  

2  休職期間中の者が、一時出勤しても、1ヶ月以内に同一もしくは類似の理由で欠

勤するようになったときは、休業期間の中断をしない。  

（休職期間中の給与） 

第10条の2 休職期間中の賃金は原則として支給しない。 

（休職期間中の勤続年数） 

第10条の3 休職期間中は原則として勤続年数に算入しない。但し、第9条第3号、第4号、

第5号については通算することがある。 

（休職期間満了後の取扱） 

第11条 休職期間満了後の取扱は次のとおりとする。 

1) 第9条1号、2号の場合は原則として解雇する。  

但し特別の事情がある者については休職期間を延長することが出来る。  

2) 第9条3号、4号の場合は復職させる。  

3) 第9条5号の場合はその都度定める。 

（復職） 

第11条の2 休職期間中に、休職事由が消滅した場合は、原則として旧職務に復職させる。  

2 旧職務に復帰させることが困難である場合または不適当である場合は、就業

の場所または従事する業務を変更することができる。 

3 第9条1号、2号の場合は、会社が、診断書を作成した医師に対する面談によ

る事情聴取を求めた場合、又は、会社が選定した医師による診断を求めた場

合、契約社員はこれに応じなければならない。  

 

 

第5節 退職及び解雇 

 

（定年および再雇用） 
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第12条 契約社員の定年は原則として満60歳の誕生日とする。 

2   定年に達した契約社員が、引き続き勤務することを希望し、かつ、本規則第13

条に定める退職事由または本規則第15条に定める解雇事由に該当しない場合は  

     当該契約社員をエルダースタッフ、または継続して契約社員として再雇用する。  

この場合の労働契約期間は1年とし、原則として65歳に達するまで更新すること

ができる。  

3  満60歳以降、契約社員として採用された者については、 1年契約の更新制により

原則65歳まで契約社員として再雇用する。  

4   2項および3項の定めにより労働契約を更新する契約社員は、労使協定に定める

次の基準を満たすと会社が認める者に限られる。ただし、当該基準は、基準対

象年齢に達した者に限り適用するものとする。  

1) 定年後も引き続き働く意欲があり、引続き勤務を希望する者  

2) 心身ともに健康で、直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者  

3) 直近１年間の出勤率が70％以上で、かつ無断欠勤がない者 

 

期間 基準対象年齢 

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで  61歳  

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで  62歳  

平成31年4月1日から平成34年3月31日まで  63歳  

平成34年4月1日から平成37年3月31日まで  64歳  

 

（退職） 

第13条 契約社員が次の各号の1に該当する場合は退職とする。 

1) 自己の都合により退職を願い出て会社が承認したとき 

2) 死亡したとき 

3) 雇用契約期間が満了したとき 

4) 休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき  

5) 第15条の解雇のとき  

6) 無断欠勤が7日を超えた時  

7) 欠勤が2週間以上で特別の理由が認められないとき  

（退職願） 

第14条 契約社員が前条1号により退職しようとするときは少なくとも14日前迄に提出

しなければならない。 

2 前項の規定により退職願を提出し、会社の承認を得た者は、退職の日まで業務

の引継ぎその他指示されたことを終了しなければならない。  

（解雇） 

第15条 契約社員が次の各号の1に該当する場合は解雇する。 

1) 精神又は身体の障害により服務に耐えられないと認めたとき  

2) 休職期間が満了した場合（復職を予め定められている場合は除く） 

3) （削除） 

4) （削除） 

5) 業務上負傷し又は疾病にかかり療養開始後3年を経過しても治癒しない

ため打切補償を受けたとき 

6) 第47条の3に定める懲戒解雇に該当するとき 
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7) 頻繁に遅刻早退や欠勤を繰り返し、又は業務遂行上の信頼性を欠き契約

社員としての適正を欠くと判断されたとき 

8) 天災地変その他の止むを得ない事情により、事業の継続が困難になった

とき 

9) 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき 

10) 試用期間中または使用期間満了時までに契約社員として不適格であると

認められたとき 

11) 会社内において、会社の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他こ

れに類する行為をしたとき 

12) 会社内において、明らかに一党一宗に偏した政治及び宗教活動を行った

とき 

13) 第3章第1節の服務規律等にしばしば違反し、改悛の情が無いとき 

14) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

（解雇の予告） 

第16条 会社は契約社員を解雇しようとするときは少なくとも 30日前にその予告をする

か、又は30日分の平均賃金を支払い即時解雇する。 

2 次の場合は前項の定めを適用しない。  

1) 天災地変その他やむを得ない事由のため業務の継続が不可能となった場

合、または本人の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄行

政官庁の認定を受けたとき  

2) 試用期間中の者で入社後14日以内の者  

（貸与品の返却） 

第17条 契約社員は退職又は解雇に際して、身分証明書、社員手帳、バッジ、エプロン、

その他会社からの貸与品を、遅滞なく返却しなければならない。  

（退職後の義務）  

第17条の2 退職又は解雇された者は、その現職中に行なった自己の責に属すべき職務に

対する責任は免れないものとする。  

2 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た会社の機密を他に漏洩しては

ならない。  

 

 

第3章 勤 務 

 

第1節 服 務 規 律 

（遵守事項） 

第18条 契約社員は服務について次の事項を遵守しなければならない。  

1) 職務の上級者は、下級者の人格を尊重し、誠意を持ってこれを指導し、

下級者は上級者の指揮の下、誠実、正確かつ迅速にその職務にあたり、

各々自己の権限と責任に基づき相互に協力してその職責を完遂すること。 

2) 勤務に関する手続その他の届出及び報告は厳正に行うこと。  

3) 社内に於いては所定の名札、バッチをつけること。 

4) 酒気を帯び、又は火気、その他危険と認められるものを所持して社内に

立ち入らないこと。 

5) セクシャルハラスメント及び、それに類する行為をしないこと。なお、

「セクシャルハラスメント防止に関する規程」を別に定める。  
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5-2) 育児休業制度、介護休業制度の申出・利用に関して、当該申出・利用

をする従業員の就業環境を害する言動を行わないこと  

6) 勤務時間中はみだりに就業場所を離れ、又は業務に関係ないことをせぬ

こと。 

7) 会社の商品、施設、什器、備品は丁寧に取扱い、消耗品は節約使用する

こと。 

7-2)会社の許可無く、職務以外の目的で、会社の施設、什器、備品その他物

品を使用しないこと。  

8) 会社の名誉を傷つけ、又は会社に不利益となる行為をなし、もしくは風

紀を乱し、秩序をこわすような行為をせぬこと。 

9) 会社に不利益もしくは有利な事項を知った場合には速やかに報告するこ

と。 

10) 業務に関連して第三者より不当の金品を受け又は強要しないこと。 

11) 会社の承認を得ないで書類、帳簿類を社外に持ち出し又は社外の者に見

せぬこと。 

12) 会社の経営上、又は業務上の重大な秘密ならびに職務上知り得た情報を

正当な理由なく他に洩らさぬこと。 

13) 人事異動、出張、派遣、退職等に関しては業務に支障のないよう引継ぎ

をすること。 

13-2) 会社の許可無く他の会社の役員もしくは社員となり、会社の利益に反

するような、業務に従事しないこと 

13-3) 服装などの身だしなみについては、常に清潔を保つことを基本とし、

他人に不快感や違和感を与えるようなものとしないこと  

13-4) 常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配ること  

13-5) 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つこと 

13-6)  別途定める個人情報の規程基準及び特定個人情報の基準に合わせて保護推進に努 

めること。 

14) その他服務に対して会社が命令した事項。 

2  契約社員は、本規則並びに会社の諸規程を遵守し、職場の秩序を維持し、業務

の円滑な運営に努めなければならない。 

 (教 育) 

第18条の2 契約社員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の  

事由がない限り教育訓練を受けなければならない。 

 

（通勤手段の制限）  

第 18 条の 3 通勤手段は公共の交通機関を利用することとし、原則として、自動車、バイク、原動機

付自転車、自転車等の使用は禁止する。 

    2   前項に違反し通勤途中に起こした事故等の責任の所在は以下のとおりとする。 

(1) 会社は第三者に対する賠償責任を一切負わない。また、従業員自身の損害につい

ても一切の補償を行わない。 

(2) 第一項における事故により会社が損害を受けた場合は、当該従業員に対し賠償請

求を行う事がある。 

（損害賠償） 

第19条 契約社員が故意又は過失によって会社に損害を与えた場合はその損害の全部又

は一部を賠償させることがある。 
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2 前項の賠償は第4章の制裁を妨げない。 

（身上に関する届出） 

第20条 契約社員は次の事項に変更があった場合は速やかに会社に届け出なければなら

ない。 

1) 氏 名 

2) 現住所 

3) 家族状況 

4) 通勤の方法 

5) その他会社が必要と認め提出を命じた届出事項  

2 傷病により就業できない日が7日以上におよぶ場合は、所定の手続の他に、医

師の診断書を提出しなければならない。 

 

第2節 労働時間、休憩及び休日 

 

（所定労働時間） 

第21条 所定労働時間は原則として7.5時間とする。 

(営業時間) 

第21条の2 営業時間は社内ネット「サイボウズ」文書管理にある「有隣堂店舗一覧表」

による。但し、業務の都合上営業時間を変更又は延長することがある。  

（休憩時間） 

第22条 休憩時間は次のとおりとし、労働時間の途中に与えるものとする。 

1) 交替制により食事時間を含めて、原則として1時間05分とする。但し、

原則として昼食時45分と中憩20分に分けて実施する。 

2) 遅番勤務がある場合は、原則として休憩時間を 50分とし、午後の中憩20

分、夕食時30分に分けて実施する。但し、実働時間が8時間を超える場

合は1時間05分とし、原則として午後の中憩20分、夕食時45分に分けて

実施する。 

（始業終業時刻） 

第23条 契約社員の始業時刻は午前8時45分、終業時刻は午後5時20分とする。 

2 シフト制による契約社員の始業時刻と終業時刻は次の時刻を基本とし、各人ごと

に定める。 

Ａ勤務 始業時刻 午前   9時30分  

終業時刻 午後   6時10分  

Ｂ勤務 始業時刻 午後   1時50分  

終業時刻 午後  10時10分 

3 前各項の始業及び終業時刻については、業務の都合上必要ある場合には、変更す

ることがある。 

（休日） 

第24条 契約社員の休日は毎年9月11日を起算日とする１年間について次のとおりとする。 
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１） 月次起算日は毎月11日とし、前月までに翌月の勤務表を開示する。 

２）新規採用者に対し上下半期公休付与日数は次の表の通りとする。  

 

入社日 上半期 下半期 合計日数 入社日 下半期 合計日数 

9/11～10/10 5 日 5 日 10 日 3/11～4/10 5 日 5 日 

10/11～11/10 4 日 5 日 9 日 4/11～5/10 4 日 4 日 

11/11～12/10 3 日 5 日 8 日 5/11～6/10 3 日 3 日 

12/11～1/10 2 日 5 日 7 日 6/11～7/10 2 日 2 日 

1/11～2/10 1 日 5 日 6 日 7/11～8/10 1 日 1 日 

2/11～3/10 0 日 5 日 5 日 8/11～9/10 0 日 0 日 

 

2 上半期公休日、下半期公休日の取得期間は下記のとおりとし、それぞれの期間内に  

取得するものとする。 (分割・連続どちらも取得可 ) 尚、上半期公休日及び下半期公  

休日は、繰越を行わない。  

 

 期       間 

上半期公休日 9月11日より翌年の3月10日  

下半期公休日 3月11日より9月10日  

 

3 前各項の休日については、業務上その他必要ある場合には、他の日に振り替えるこ

とがある。  

 

 

第3節 時間外及び休日の勤務 

 

（時間外及び休日勤務） 

第25条 会社は業務上必要がある場合には、前条にかかわらず労働基準法第３６条に定

める手続を経て、契約社員を法定時間外又は休日に勤務させることがある。 

（深夜業） 

第25条の2 業務上必要がある場合は、第25条（時間外及び休日勤務）の勤務が深夜（午

後10時から午前5時）にわたることがある。 

（妊産婦・年少者の時間外・休日及び深夜勤務）  

第25条の3 妊産婦で請求があった者及び18歳未満のものについては、時間外、休日及び

深夜勤務につかせない。  

2 前項の契約社員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲

の契約社員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を

   休  日  

 

 

勤務形態  

年      間      休      日  

年間合計  
変形労働時間制  

（1ヶ月単位  年間105日）  

上半期  

公休日  

下半期  

公休日  

年間ｶﾚﾝﾀﾞｰ制  
115日  

(起算日は9月11日 ) 

年間カレンダーで定めた日  

5日  5日  

シフト制 
各人ごとの勤務表で定めた日 

(月次起算日  は毎月11日 ) 
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除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。  

3 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3年法律第76号、改

正法平成21年6月24日）」その他の関係法令で定めるところによる。  

 

 

第4節 入出場、欠勤、遅刻、早退、私用外出 

（入出場） 

第26条 契約社員は、事業場に出入する際、所定の従業員出入口を使用しなければなら

ない。 

（勤務記録） 

第27条 契約社員は出勤及び退出の際、自らタイムレコーダーに時刻を打刻することに

よって勤務記録とする。但し、会社が特に指定した者についてはこの限りでない。  

（入場禁止及び退場） 

第27条の2 契約社員が次の各号に該当する場合は入場を禁止し退場を命ずることがある。  

1) 職場内の風紀、秩序を乱すと認められたとき 

2) 凶器その他業務に関係の無い危険物を携帯しているとき  

3) 精神病、伝染病の疾病または就労の為病勢の悪化する恐れのある疾病

にかかり、就業に適しないと認められる者及び安全衛生上有害と認め

られる者 

4) 業務を妨害し、かつ又その恐れのある者 

5) 酒気を帯びている者 

6) 第47条(懲戒の種類)第5号で出勤停止中の者 

7) その他会社が必要ありと認めたとき 

（物品の持込及び持出） 

第28条 契約社員が物品の持出しを行う場合には、所定の手続を経なければならない。

これを怠った場合には持込み又は持出しを禁止する。 

（所持品の検査） 

第29条 必要により担当係員が契約社員の所持品を検査することがある。  

2 前項の検査は正当な理由なくしてこれを拒むことは出来ない。  

（欠勤） 

第30条 契約社員が、病気その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、事前に所

定の手続によって会社の承認を得なければならない。但し、やむを得ない場合で

許可を得なかったときは、電話等にて速やかに連絡し事後遅滞なく所定の届出を

すること。 

（遅刻） 

第31条 始業時間に遅れた契約社員は遅刻として扱う。但し、交通事故その他不可抗力

による場合、その理由を申出て会社が認めた場合はこの限りでない。  

2 やむを得ない事由により遅刻をする場合は事前に、又突発事故等により遅刻し

た場合は事後速やかに所定の手続をしなければならない。  

（早退） 

第32条 契約社員がやむを得ない事由によって早退する場合は所定の手続によって会社

の承認を得なければならない。 

（私用外出） 

第33条 契約社員は、私用のため外出してはならない。やむを得ず私用外出する場合に
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は、所属長の許可を受けなければならない。 

（直行、直帰） 

第33条の2 契約社員が、出張または外出により、直行または直帰する場合は、事前に所

属長の許可を得なければなら無い。但し、緊急の場合で、事前に承認を受け

る余裕の無い場合は、電話等で連絡しなければならない。  

 

 

第5節 休  暇 

（年次有給休暇） 

第34条 年次有給休暇は9月11日を起算日とし、毎年9月11日より翌年の9月10日を1年度とする。 

2 新規採用者に対しては最初の起算日に至るまでの間、次の区分により継続し、又は分割

した年次有給休暇を与える。 

採用月（日） 9/11～3/10 3/11～4/10 4/11～5/10 5/11～6/10 6/11～7/10 7/11～8/10 8/11～9/10 

付 与 日 数 10日 5 日 4 日 3 日 2 日 1 日 0 日 

3 新規採用者は、最初の起算日をもって1年間勤続したものとみなす。 

4 前年度の全労働日の8割以上出勤した者には、次の表のとおり年次有給休暇を

与える。但し、1年度に与える年次有給休暇は20日を限度とする。  

 起  算  日（９月１１日）  の  回  数 

入  社  月  日  1回目  2回目  3回目  4回目  5回目  6回目  7回目以降  

9月11日～3月10日  11日  12日  14日  16日  18日  20日  20日  

3月11日～9月10日  10日  11日  12日  14日  16日  18日  20日  

5 前年度の出勤日数が全労働日の8割未満の者については年次有給休暇の付与日数は、8労働

日とし4項にもとづく日数は付与しない。 

6 年次有給休暇を請求しようとする者は、所定の様式により事前に申し出なければ

ならない。  

7 年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。但し、業務の都合

によりやむを得ない場合には、その時季を変更させ、若しくは休暇中であっても出

勤を命ずることがある。  

8 その年度内に休暇を使用できなかった場合は翌年度に限り、繰越し加算ができる。  

9 年次有給休暇の期間については、通常の賃金を支払う。  

（年次有給休暇の分割付与） 

第35条 年次有給休暇の分割付与（半休制度）については別に定める「年次有休休暇分割

付与規定」による。 

（子の看護休暇･介護休暇） 

第35条の2 小学校就学前の子を養育する契約社員は、申し出ることにより、小学校就学前の

子が1人の場合1年に5日、2人以上の場合は10日を限度とし、病気・けがをした子

の看護、予防接種並びに健康診断受診のために、就業規則第 34条に規定する年次有

給休暇とは別に看護休暇を取得できる。この場合の1年間とは、9月11日から翌年9

月10日までの期間とする。  

2 要介護状態の家族を養育する契約社員は、申し出ることにより、要介護状態

の対象の家族が1人の場合1年に5日、2人以上の場合は10日を限度とし、介護の

ために、就業規則第34条に規定する年次有給休暇とは別に介護休暇を取得でき

る。この場合の1年間とは、9月11日から翌年9月10日までの期間とする。  

3  休暇は無給休暇とする。  

4  年次有給休暇の付与基準に使用する出勤率の算定にあたっては、出勤したも
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のとみなす。  

5  1項並びに1-2項の定めに関らず、入社6ヶ月未満の従業員についてはこの限り

ではない。  

6 看護休暇並びに介護休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項

を記載の上、人事総務部長に届け出なければならない。  

7 子の看護休暇並びに介護休暇は半日単位で取得することができる。  

（特別有給休暇） 

第35条の3 裁判員制度による公務により休暇を申請した場合は、特別有給休暇を必要日数あたえる。 

2  在籍3年以上の契約社員が下記の事由により休暇を申請した場合は、特別有給休暇を与

える。 

1) 結婚休暇 本人結婚のとき                 5日  

子女兄弟姉妹結婚のとき              1日  

2) 忌引休暇 配偶者又は一親等の血族（父母子死亡のとき）    5日  

二親等の血族（兄弟姉妹祖父母孫）又は一親等の  

姻族（配偶者の父母等）死亡のとき         3日  

三親等の血族（伯叔父母甥姪曽祖父母）又は二親等  

の姻族（配偶者の祖父母兄弟姉妹等）死亡のとき   1日  

3) 災害休暇 家屋等災害を蒙ったとき状況により         7日以内 

4) 女性契約社員の生理日の就業が著しく困難な時         必要日数 

3  特別休暇は、連続に与え実労働日とする。  

4  特別休暇を請求しようとする者は、所定の様式により事前に届け出なければ

ならない。但し、やむを得ないときは電話等にて速やかに連絡し、事後遅滞な

く所定の届出をすること。 

5  結婚休暇の取得期間は、婚姻届提出日から半年間とする。  

   

 

第 ６ 節  産 休 等 

（産前産後の休暇） 

第36条  6週間以内（多胎妊娠の場合は14週間）に出産予定の女性が休暇を申し出たとき

は、就業させてはならない。及び、産後8週間を経過しない女性を就業させては

ならない。但し、産後6週間を経過し、本人が就業を申し出、医師が支障ないと

認めたときは就業させることができる。  

2  前項による休暇は無給とする。  

（妊娠中の通院等） 

第37条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が母子健康法による健康診査等のために勤務

  時間内に通院する必要がある場合は、本人の請求により次の時間内通院を認める。 

   1) 産前の場合  

① 妊娠23週まで         4週間に1回  

② 妊娠24週から第35週まで    2週間に1回  

③  妊娠36週以降         1週間に1回  

但し医師または助産婦の指示がある場合は、その指示による回数を認め

る。 

1) 産後 (1年以内 )の場合  

医師等の指示により必要な時間  

2 賃金は、減額しない。 
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（通勤緩和の措置） 

第38条  妊娠中の女性が通勤時の混雑が母体の負担になる場合は、本人の請求により次の

措置を取る。 

1) 時差出勤  

始業時間30分繰り下げ、または終業時間30分繰り上げる時差出勤を認める。

但し、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰り下げ、繰り上げ

時間の調整を認める。  

2) 時短勤務  

1日1時間を限度として30分単位で勤務時間を短縮して勤務するもので、原

則として始業時間を調整するものとする。  

2 医師による具体的な指導がある場合は、その指導事項が守られるよう時間の変更を

認める。 

3 前1項2号については、無給とする（または、勤怠および賃金の支払いは遅刻 ,早退あ

つかいとする）。  

（勤務中の休憩の措置） 

第39条 妊娠中の女性が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求により適宜

   休憩することを認める。 

（症状等に対応する措置） 

第40条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が、医師等から勤務状態が健康状態に支障を

及ぼすとの指導を受けた場合は、本人の申請により「母性健康管理指導事項連絡

カード」にもとづきその指導が守れるように、業務内容の軽減、勤務時間の短縮

等を認める。また、休業が必要な場合は、休業を認める。  

2 休業は無給休暇とする。 

（育児時間） 

第41条  生後1年に達しない乳児を育てる女性は、所定の休憩時間のほか、あらかじめ

申し出て労働時間中、1日2回、1回につき30分の育児時間をとることができる。 

2   育児時間は無給とする。  

（育児休業及び育児短時間勤務） 

第42条 育児休業及び育児短時間勤務については別に定める「育児休業規定及び育児短

   時間勤務等に関する規程 社員・契約社員の部」による。 

（介護休業及び介護短時間勤務） 

第43条 介護休業及び介護短時間勤務については別に定める「介護休業及び介護短時間

   勤務等に関する規定」による。 

 

 

             第 ４ 章  表 彰、懲 戒 

 

第44条 契約社員が次の各号の１に該当する場合にはその都度審査の上表彰する。  

1) 人物、勤務又は技能が優秀で他の者の模範と認められるとき  

2) 功労のあったとき 

3) 業務上有益な発明改良又は、工夫、考案のあったとき 

4) 災害を未然に防止し、又は災害発生の際、特に功労のあったとき  

5) その他表彰に値すると認めたとき 

2   表彰の内容については別に定める「表彰規程」による。  

（表彰の種類） 
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第45条 (削除) 

（制裁を行う場合） 

第46条 (削除) 

（懲戒の種類） 

第47条 契約社員の懲戒は、その情状により次の区分に従って行う。ただし､セクシ

ャルハラスメントに関する懲戒は「セクシャルハラスメント防止に関する規

程」に別に定める。 

1) 注  意 口頭による注意を行う。 

2) 口頭訓告 口頭により厳重注意を行い、将来を戒める。 

3) 譴  責 訓戒の上始末書を提出させる。 

4) 減  給 始末書をとり、１回の事故について労働基準法にもとづく平

均賃金の1日分の半額を減給する。但し懲戒事由２回以上の

場合においてはその月の給与の10分の1 以内の範囲で減給す

る。 

5) 出勤停止 始末書をとり、7日以内の出勤を停止しその間の賃金を支払わ

ない。 

6) 諭旨退職 譴責の上退職を勧告する。但し勧告を受けてから７日以内に

退職をしないときは懲戒解雇とする。 

7) 懲戒解雇 予告の期間を設けることなく、即時解雇する。行政官庁の解

雇予告除外認定を受けた場合は、第16条の解雇予告手当を支

給しない。また、懲戒解雇に際し、当該契約社員から請求が

あった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。  

（注意・口頭訓告・譴責・減給・出勤停止） 

第47条の2 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲罰審査委員会の答申に

より、注意、口頭訓告、譴責、減給、出勤停止の種類のいずれかに処するか

を、会社が決定する。 

尚、注意、口頭訓告については人事評価に反映させないものとする。  

1) 会社の諸規則に違反したとき 

2) 職務をいちじるしく怠ったとき 

3) 経歴を偽り、その他不正な方法によって入社したことが判明したとき  

4) 許可なく会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき 

5) 故意又は重大な過失により会社の名誉を傷つけ、顧客の信頼を失墜させ

又は会社に不利益を与えた場合 

6) 会社の経営上、又は業務上の重大な秘密並びに職務上知り得た個人情報

を正当な理由なく他に洩らし、又は洩らそうとしたとき  

7) 部下の監督不行届のとき 

8) 職上の地位を利用し、部下に不当な行為を行わせ、あるいは、行ったと

き 

9) 正当な理由なく、上級者の指揮命令に従わないとき 

10) 職務に関連して不当の金品その他の利益を授受し、又は不当の金品を貸

借したとき 

11) 正当な理由なくして、月に3回以上欠勤又は遅刻、早退したとき 

12) 素行不良で会社内の風紀、秩序を乱したとき 

13) 第18条13-6)の個人情報及び特定個人情報等の保護に違反し、その情状が

悪質と認められるとき 
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14)育児休業制度、介護休業制度の申出・利用に関して、当該申出・利用を

する従業員の就業環境を害する言動を行ったとき 

15)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき 

（懲戒解雇・諭旨解雇） 

第47条の3 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇に処する。但し、

懲罰審査委員会並びに会社の判断により、特に情状酌量の余地があるか、も

しくは、改悛の情が明らかに認められるときは、諭旨解雇、または、出勤停

止、減給、譴責にとどめることがある。 

1) 前項各号の行為が、同一あるいは各種３度以上にわたる注意にも関わら

ず改められないとき 

2) 重要な経歴を詐称して雇用されたとき 

3) 飲酒運転（酒気帯び運転を含む）をしたとき（飲酒運転することとなる

恐れのある者に対して酒類を提供しまたは飲酒を勧め、あるいは飲酒運

転を容認した場合を含む） 

4) 故意又は重大な過失により、会社の名誉・信用を著しく傷つけ、業務に

重大な悪影響を与えたとき 

5) 故意又は重大な過失により、災害を発生させたとき 

6) 会社の経営上、又は業務上の重大な秘密並びに職務上知り得た個人情報

を正当な理由なく他に洩らし、会社の名誉を著しく傷つけ、又は会社に

著しい不利益を与えたとき 

7) 職務上の地位を利用して個人的な利益を図り、または、取引先等より不

当な金品を受取り、若しくは求め、または供応を受けたとき  

8) 会社の金品を着服したとき 

9) 「セクシャルハラスメント防止に関する規程」により懲戒解雇に該当す

るとき 

10) 育児休業制度、介護休業制度の申出・利用に関して、当該申出・利用を

する従業員の就業環境を害する言動を繰り返し、又は悪質な言動があっ

たとき 

11）社内外において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、そ 

の犯罪事実が明らかになったとき。また、犯罪に該当する行為を行った  

ことにより、会社の名誉・信用を著しく傷つけ、業務に重大な悪影響を  

与えたとき 

12）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき  

 

 

             第 ５ 章  給    与 

 

（給与構成） 

第48条 契約社員の給与は年俸制（月給制）とする。月給の構成は 

①基本給②通勤手当③超過勤務手当④外商手当⑤役付手当 

とする。 

（外商手当） 

第49条 主として社外において外商販売関係に従事する契約社員に対しては、外商手当

    を支給する。 

2  外商手当の受給者には、第55条は適用しない。 
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3  外商手当の受給者が欠勤した場合は、欠勤1日につき、外商手当の1／1年間を

 平均した1ヵ月の労働日数を控除する。 

4  試用期間中は、外商手当の金額を変更することがある。金額は個別契約書に明

記する。 

（役付手当） 

第49条の2 契約社員で役職にある者に役付手当を支給する。  

2 外商販売関係に従事する契約社員の中で役付手当を支給する者には、超過勤

務手当を支給しない。  

（欠勤控除） 

第50条 契約社員が欠勤した場合は、次の計算により給与を控除する。 

 
 

 

 

（計算及び支払い） 

第51条 給与は前月11日から当月10日までの分を毎月25日に直接本人に支払う。 

2  前項の支払日が金融機関の休日に当たるときは前日に繰り上げて支払う。  

3  計算期間中途に採用された者又は退職した者については日割をもって支払う。 

（職務評価） 

第52条  職務評価を年1回実施する。評価期間は、原則として9月～翌年8月とする。評

価結果は、月次基本給の改訂、社員登用の資料として活用する。  

（賃金改定） 

第53条 契約社員の賃金改定は、職務評価結果により月次基本給の賃金改定額を決定し、

契約更新時に実施する。 

（通勤手当） 

第54条 通勤手当は、居住場所より勤務事業場に通勤のため交通機関を利用するものに

   対し、別に定める「通勤手当支給細目」に則り、原則として本人申告に基づき定  

   期乗車券購入費を支給する。  

2   申告乗車区間は最安区間を原則とした合理的な経路とする。  

3   支給額の上限は、所得税法の非課税額を限度とする。  

4   徒歩通勤者には支給しない。（通勤距離  1.5km以内）  

（超過勤務手当）  

第55条 所定労働時間外、又は休日に労働した場合は、超過勤務手当を次の計算により

   支給する。 

    1) 時間外勤務手当  

         月次基本給  + 役付手当  

  ×1.25×時間外労働時間  

          1年間を平均した1ヵ月の労働日数  × 所定労働時間  

2) 深夜勤務手当（所定労働時間内）  

         月次基本給  + 役付手当  

  ×1.25×所定労働時間内 

         1年間を平均した1ヵ月の労働日数  × 所定労働時間     の深夜実働時間  

 

    3) 深夜時間外勤務手当  

               月次基本給  + 役付手当  

  ×1.50×深夜実働時間  

         1年間を平均した1ヵ月の労働日数  × 所定労働時間  

月次基本給 + 役付手当 

1年間を平均した 1ヵ月の労働日数  
× 欠勤日数 
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    4) 法定休日出勤手当  

               月次基本給  + 役付手当  

  ×1.35×休日労働時間  

        1年間を平均した1ヵ月の労働日数  × 所定労働時間  

   5) 法定休日出勤日の深夜時間外勤務手当  

               月次基本給  + 役付手当  

  ×1.60×深夜実働時間  

        1年間を平均した1ヵ月の労働日数  × 所定労働時間  

 

 

             第 ６ 章  安全及び衛生 

 

             第 １ 節  安    全 

（危害の防止） 

第56条 契約社員は、危害を防止するため次の事項を遵守しなければならない。  

1) 係員でない者は濫りに変電室又はボイラー室に出入りせぬこと。 

2) 担当者でない者は濫りに自動車、その他危険な機械器具を操作せぬこと。  

3) 火気及び引火性の物品を取り扱うときは特に細心の注意を払うこと。  

4) 喫煙は所定の場所ですること。 

5) 通路、非常用出入口（火災報知器、消防設備のある場所等）に物品を置

かぬこと。 

6) 消火用具、消火栓、火災報知器、避難器具の備付場所及びその使用法を

熟知すること。 

7) その他安全関係者の指示した事項。 

（災害の発見） 

第57条  契約社員が火災その他の災害の発生を発見し又はその危険があることを予知し

た場合には、臨機の処置をとるとともに責任者に急報し、被害を最小限度にとど

めるように努めなければならない。 

 

 

             第 ２ 節  衛     生 

 

（衛生管理者及び安全衛生委員会） 

第58条  会社は法令の定めるところにより、衛生管理者の任命と安全衛生委員会を設

置し、従業員の保健衛生及び安全の業務にあたらせる。  

（保健衛生）  

第59条 契約社員は衛生事務を監督する者及び衛生管理者の指示に従い、保健衛生に注

意しなければならない。 

（健康診断） 

第60条 会社は契約社員に対して、入社の際及び毎年定期に健康診断を行う。 

2 前項のほか、会社が必要と認めた場合には臨時に健康診断、予防注射、予防接

  種その他の措置を講ずることがある。 

3 契約社員は、正当な理由がなければ前2項の措置を拒んではならない。 

（病気並びに健康要保護者） 

第61条 前条の健康診断の結果により必要と認める者及び身体虚弱で保護を要するも

  のは健康要保護者として、病状並びに健康状態に応じ就業を一定の期間禁止し、 
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或いは業務の転換及び就業時間の短縮等の必要措置を講ずると共に治療を命ず

る。尚、就業を禁止しようとする場合は、専門医師の意見を聴くこととする。  

2  インフルエンザ等感染力や毒性が強い病に罹患した場合は、保健所による協力要

 請や、産業医などの意見や診断を求めた上で、会社が就業することを不適切であ

 ると判断するときは、就業を禁止する。 

3  前１項または２項により就業を禁止した場合は無給とする。 

 

 

          第 ７ 章  災害補償及び業務外傷病扶助 

 

（災害補償） 

第62条 契約社員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは法の定めるところにより

  療養補償、休業補償、障害補償を行う。従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかり

  死亡したときは、遺族補償及び葬祭料を支払う。 

（業務外傷病扶助） 

第63条 契約社員が業務外の傷病にかかったときは健康保険法により扶助を受けるもの

  とする。 

（改廃） 

第64条  本規程の改廃は、人事総務部が起案し担当取締役に提出の上、社長が決裁す

る。 

2  本規程における軽微な修正は改定とはみなさない。 

 

 

付則（平成18年10月24日制定） 

第１条 本規程は平成18年10月24日から実施する。 

 

付則（平成19年4月23日改定） 

第１条 本規程は平成19年4月23日から実施する。 

 

付則（平成19年9月1日改定） 

第１条 本規程は平成19年9月1日から実施する。 

 

付則（平成20年9月1日改定） 

第１条 本規程は平成20年9月1日から実施する。 

 

付則（平成21年1月11日改定）  

第１条 本規程は平成21年1月11日から実施する。  

 

付則（平成21年6月11日改定）  

第１条 本規程は平成21年６月11日から実施する。  

 

付則（平成21年6月30日改定）  

第１条 本規程は平成21年6月30日から実施する。  

 

付則（平成22年9月1日改定）  
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第１条 本規程は平成22年9月1日から実施する。  

 

付則（平成23年9月1日改定）  

第1条 本規則は平成23年9月1日から実施する。  

 

付則（平成24年9月1日改定）  

第1条 本規則は平成24年9月1日から実施する。  

 

付則（平成25年4月1日改定）  

第1条 本規則は平成25年4月1日から実施する。  

 

付則（平成25年10月11日改定）  

第1条 本規則は平成25年10月11日から実施する。  

 

付則（平成26年5月11日改定）  

第1条 本規則は平成26年5月11日から実施する。  

 

付則（平成26年12月11日改定）  

第1条 本規則は平成26年12月11日から実施する。  

 

付則（平成27年11月11日改定）  

第1条 本規則は平成27年11月11日から実施する。  

 

付則（平成28年11月11日改定）  

第1条 本規則は平成28年11月11日から実施する。  

 

付則（平成29年1月1日改定）  

第1条 本規則は平成29年1月1日から実施する。  

 

 



平成２８年度 アンケート集計結果

アンケート実施期間 平成28年11月25日～12月24日（30日間） 回収枚数 599枚

65以上
51%

19～64
47%

18以下
2%

問１. 年齢



問2. 性別

女
65%

男
35%



問3. お住まいの地区

区内
66%

区外
26%

市外
8%



問4. 利用方法

団体
81%

個人
10%

両方
9%



問5. 利用頻度

月1,2回
58%週1

25%

年数回
13%

普段なし
2%

毎日
2%



問6 施設の設備や備品について

非常に満

足

23.0%

満足

71.0%

どちらともいえ

ない

6%

不満

0.0%

非常に不

満

0.0%

6



２７年度 アンケートご意見集計 実施日 平成２７年１１月２５日～１２月２４日

問6-1 施設の設備や備品についてどう思われますか？

No. 用紙No. 内 容 回 答

1 31 暗い時がある。
照明のことでしょうか。職員が巡回時に確認し点
灯します。

2 49
お部屋は防音になっているのですが、ピアノが悪いと言う人と
他の人が雑に使用されてピアノにコーヒーがこぼれていたこと
もあります。

調律は年に一度実施しています。

3 57 いつも楽しく利用させていただいております。 ありがとうございます。

4 86 音楽室、カラオケのタッチペンの先が減っているのかわかりま
せんが反応がよくありません。

確認し交換が必要であれば購入します。

5 99 いつも利用させていただき心より感謝しております ありがとうございます。

6 103 良いです。

7 104 あまりきれいでびっくりしました。

8 137 音楽室は地下にある所が多いいがこちらは明るく気持ちよく
練習できました。衛生面でもよいと思います

9 139 部屋の予約の改善。他地区センターではダブり申込者にＦＡＸ
で連絡、抽選にて決定している

検討します。

10 148 本が最近増えたと思いますが、もう少し増えると嬉しいです 了解しました。

11 157
プレイルームに新しいおもちゃを入れて頂いてありがとうござ
います。

12 159 秤を４ｹにしてほしい、ハンドミキサーの力が弱い（料理室） 検討します。

13 161 ハンドミキサーが弱い



問6-2 施設の設備や備品についてどう思われますか？

No. 用紙No 内 容 回 答

14 165 卓球台が用意されていない時がある 詳細がわかりませんのでお答えできません。

15 190 調理室窓側に色々なものを出しておかないで、使わないもの
は戸棚にしまって下さい。

手狭ですみません。

16 210 も少し大きめのロッカーを借りたい。 検討します。

17 212 ロッカーを無料で貸していただけるのは大変ありがたいのです
が、もしも可能でしたら、あと一つ借りたいところです。

ロッカーの貸出しは１団体１か所でお願いします。

18 214 加湿器の導入期間を長くしてほしい。
加湿器は例年３月末日までとしています。ご理解く
ださい。

19 223 きれいで使い良かった。 ありがとうございます。継続していきます。

20 226 きれいで使い良かった使いやすく利用しやすい。

21 245 プレイルームのチラシ入れが見づらい。前に倒れてしまってみ
にくい。

新しいものを購入しました。

22 248 音楽室を利用していますがｐｉａｎｏもあり値段が安くきれいで満
足です。

ありがとうございます。

今後も皆さまに満足していただける地区センターを
目指します。23 275 新曲があるので楽しいです。

24 289 体育室、きれいで使いやすいです

25 298 毎回楽しく過ごさせて頂いて居ります

26 311 満足、掲示を見たりして感じました

27 329 換気に気を配っていただきたい。 了解しました。



問7 スタッフの対応について

非常に満足
28%

満足
66%

どちらともいえない
6%

不満
0.0%

非常に不満
0.0%



問7-1 スタッフの対応について

No. 用紙No 内 容 回 答

1 48 限られた時間内に、シャワーに入り、清掃まで行うのは難しく
入らずにガマンしてしまいます。

申し訳ありません。ご理解ください。

2 49 対応する人により、思いがけなく叱られることがある（男性） 申し訳ありませんでした。対応に気を付けます。

3 96 日頃の挨拶が非常に心よい 多くのあたたかいご意見ありがとうございます。

今後も良いご意見はより良く、至らないところは改
善してまいります。4 99 とても親切に対されてスタッフの皆様にお世話になっておりま

す。

5 103 親切になりました

6 104 スタッフの御１人御一人の対応がとても丁寧でした

7 105 御親切です

8 112 とても良く対応してくれます

9 122 利用者の意見をよく聞いて頂ける

10 128 あいさつがあまりない

11 138 初めてで不安でしたがとても気持ちよく使えました。ありがとう
ございます。

12 139 いつも親切に対応していただいている

13 148 みなさん親切でうれしくなります

14 186 明るさが足りないと思う

15 195 ３Ｐのラインを新式に変えて欲しい 優先順位または予算に限りがあるので検討します。

16 216 部屋が空いている時は早めに開けて欲しい 数分程度です。継続していきます。

17 217 空いている時は定時より早めに開けて欲しい。



問7-2 スタッフの対応について

No. 用紙No 内容 回答

18 226 良いと思います ありがとうございます。継続していきます。

19 248 親切だと思います。

20 273 ていねいでやさしい

21 275 しんせつです

22 289 使用者のチェック忘れがあるとお声かけいただけるのでた
すかります。

23 298 ボランティアでありがたく感謝しています（フォーク大好き）

24 301 いつも親切に対応していただいている良い感じです、ありが
とうございます

25 329 人によって窓を開けて下さったりします。（換気）



非常に満足
28%

満足
65%

どちらともいえ

ない

6%

不満
0.0% 非常に不満

0.0%

問８ 館内の美化（清潔、整理整頓）

12



問8 館内の美化（整理・整頓）

No. 用紙No 内 容 回 答

1 1 本日は初めて使いましたが大変きれいです。 ありがとうございます。

2 11
清掃は素晴らしいですね。いつも気持ちよく使わせて頂いて
おります。

3 99 清潔・環境の整った中で気持ちよくすごしております。

4 103 清潔です。

5 104 室内等きれいになっています。

6 110 ゴミ箱があると便利（分別で） 環境美化にご理解ください。

7 120 ていねいに対応してもらっている ありがとうございます

8 148 とてもきれいで気持ち良いです

9 186 満足している。厳しいルールのおかげだと思う。

10 203 前の人達が掃除をしてないのではと思う事がある。 掃除の徹底をお願いしていきます。

11 226 きれいと思います ありがとうございます

12 273 何時もきれいです

13 289 トイレも図書コーナーも明るく快適です。

14 298 何時もきれいです。きれいにいすも並べて頂いてありがとうご
ざいます。

15 328 とてもきれいな建物でした

16 329 トイレの便座スプレーがあると良いが高価でしょうか 検討します。



問9 自主企画イベントについて

非常に満足
30%

満足
45%

どちらともいえない

25%

不満
0.0% 非常に不満

0.0%



問9 自主企画事業・イベントについて

No. 用紙No 内 容 回 答

1 99 当館の主旨に合わせ実施しております ご協力ありがとうございます。

2 103 普通だと思います
たくさんの方にご参加していただけるような魅力
ある自主事業を計画します。

3 139 お知らせの文字が小さい
お客様が見やすい様、文字を大きくしポスターを
作ります。

4 238 自主事業にはあまり参加したことがない
より魅力ある自主事業を計画しますので是非ご
参加をお願いします。

5 252 自主のたびに、新しいグループが立ちあがり、前から施設利
用しているグループがとりにくくなり、困る事が多くなった

比較的ご利用がない曜日、時間帯を使うようにし
ますのでご理解ください。

6 289
福祉フェスタ（11月）ではやきそば作り、販売もさせていただ
いています

地区センターは文化祭ではパンとお菓子、牛肉
のお寿司を販売しました。次回もご期待ください。

7 298 すべて大好きな歌なので嬉しくて、楽しみにしています
うたごえ喫茶は、たくさんの方から好評をいただ
いております。多くの参加をお待ちしております。

8 324 残念ながら参加したことがない（自主） 是非ご参加をお願いします。



問10-1 希望の図書

No. 用紙No 内 容 回 答

1 19 図鑑
昨年４月にニューワイド学研の図鑑ＡＢＣＤセット
を配架しています。

2 20 動物と話せる少女ソリアーネ 検討します。

3 45 岳飛伝（北方謙三） 山崎豊子さんのシリーズをもっと増やし
て欲しいです

予算の都合があるため少しずつ購入していきま
す。

4 47 火花 料理の本 佐藤愛子さんのエッセイ 火花は昨年５月に配架しております。

5 49 文芸春秋（月刊誌） 週刊誌及び雑誌は購入する予定はありません。

6 57 サラバ（西加奈子） 上下巻とも昨年１月に配架しております。

7 94 美術全集 図鑑 検討します。

8 104 イベント等参加したことがないのでわかりません

9 139 スタンフォードの自分を変える教室 平成２５年３月に配架しております。

10 145 手芸のテキスト きものの本 カメラや自転車の本 検討します。

11 166
犬のストレスがスーッと消えてゆく「なで方」があった
著デビーボッツ

検討します

12 236 人魚の眠る家（東野圭吾）・絶唱（湊かなえ）
人魚の眠る家は配架しております。絶唱（湊かな
え）は検討します。

13 242 マスコミにのったもの 概ね購入していると思います。

14 245 乳幼児の紙芝居がほしい
予算の都合があるため少しずつ購入していきま
す。

15 251
新しい本をお願いします 毎月新刊・話題の本を購入するようにしておりま

す。

16 252 新しい本をお願いします



問10-2

No. 用紙No 内 容 回 答

17 271 新刊

18 278 火花 昨年５月に配架しております。

19 279 境遇（湊かなえ） 平成２４年４月に配架しております。

20 289 ブレインジム-発達が気になる人の１２の体操 購入を検討します。

21 309 囲碁の本 検討します。

22 311 図書があるのを初めて知りました、利用したいと思います ぜひご利用ください。お待ちしております。

23 325 趣味関連の本を置いて欲しい 検討します。



問11-1 施設の設備や備品についてどう思われますか

No. 用紙No 内 容 回 答

1 19 ダンス発表会

2 47 イス、机の整頓、床の清掃等、使用した人が後始末をきちん
とやる

ご利用される方にご協力をお願いしていきます。

3 56 子連れイベント

4 80 ロッカーがあると嬉しい ロッカーはありますのでお申し付けください。

5 88 支払４日以内を一週間以内にして欲しい 今のところ変更の予定はありません

6 97 老齢者の軽い運動体操等あるとうれしい

7 111 ゴミ箱の設置希望します ゴミはお持ち帰りいただきます。ご理解ください。

8 123 利用決定の方法を改善出来ないでしょうか 現在検討中です。

9 137 個人利用の申し込み受付を、団体抽選後１週間経過した頃
からできるようにしてほしい

現在検討中です。

10 139
サークル活動が回覧できるファイルがあると良い 現在会員募集をしている団体リストを配布してい

ます。

11 139 文化祭の手伝いについて最終日参加のグループは後片付
けの手伝いをしてほしい

検討します。

12 141 毎回楽しく利用させて頂いています ご利用ありがとうございます。

13 153 イベントのカラオケを設備して作ってほしい 今のところ予定はありません

14 161 駐車スペースがほしい 拡張は無理です。

15 165 抽選は出席なしの方法を考えてほしい 現在検討中です。

16 169 いつも使わせていただいてありがとうございます

17 173 図書の貸し出し期限を厳守させてください。多くの人が待っ
ている図書があります

期限厳守をお願いしていきます。



問11-2

No. 用紙No 内 容 回 答

18 175 でんき炊飯器 検討します。

19 188 文化祭、多数のグループの出展や、展示作品大変よかった
ので、来年も是非開催して下さい

ありがとうございます。今年も開催しますので是
非ご来館ください。

20 245 個人の部屋の個人予約がもう少し早めにできるようにしてほ
しい

検討していきます。

21 246
小机に限りませんが時間を9：00-11：50 12：00-14：50
15：00-17：50 18：00-20：50と表記していただきたい

検討していきます。

22 250 団体で取りづらい。希望の部屋が取りづらい ご不便をおかけしてます。ご理解ください。

23 251 利用する人が多すぎて利用施設が取れにくい

24 252 体育館にあるトイレ、個人利用の時にも使えるようにして欲し
い

現在団体利用のみ解放しています。個人利用で
は受付にお申し出ください。

25 253 体育館にあるトイレはなぜ団体しか使用できないのですか使
用されてなんぼと思いますが

26 279 寄せ植え、モールで人形作成等もよいのでは 検討します。

27 289
スタッフのみなさんが、明るくハキハキと対応して下さり励ま
されております

ありがとうございます。続けてまいります。

28 295 和菓子教室、ヨガ、50～60代向きの歌の会 検討します。

29 300 これからも多種多様のイベントを望みます ご期待ください。

30 324
今年十日市場地区センターで（センター祭り）運動系体験会
に参加してとてもよいと思いました。是非小机でも機会を作っ
て下さい。

検討します。



城郷小机地区センター

研修日 研修内容 対象者

4月27日 H28年度区民利用施設施設長会議 館長

6月14日 インターネット予約システム講習会 館長

6月15日 学校運営協議会 館長

6月22日 施設管理者を対象とした出前研修 館長

6月29日 協業入門研修 館長

7月7日 シックハウス講習会 館長

7月11日 公共建築物保全研修 館長

8月22日 インターネット予約システム講習会 館長・副館長

9月26日 インターネット予約システム講習会 副館長・スタッフ全員

10月11日 防災訓練（城郷小机地域ケアプラザと合同）で実施 副館長・スタッフ全員

10月24日 インターネット予約システム講習会 副館長・スタッフ全員

10月24日 個人情報保護ルールの再周知実施 副館長・スタッフ全員

28年度職員研修



平成２８年度城郷小机地区センター自己評価表 

目標設定

の 視 点 
計画内容及び運営目標 

計画内容及び運営目標 

に対する実績 

今後の取組 

（改善計画） 

自己

評価 

利用者 

サービス 

１．インターネットでの施設予約・抽選システムの導入 

◆来館者数目標 106,000人 27年度比 101％ 

3月末で 111,638人ご利用。 

目標に対し 105.3%  前年比 106.3% 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ施設予約ｼｽﾃﾑの操作性要望等をまとめ、ｼｽﾃﾑ改修 

を推進すると共に事務処理効率を目指します。 

Ａ 

２．蔵書増や読書環境の充実、「本の注文受け付けサービス（仮）」

の開始 

◆図書貸出冊数目標 18,200冊 27年度比 105％ 

「本の注文受付ｻｰﾋﾞｽ(仮)は、今年度

は未実施。 

18,323冊、目標に対し 100.7%達成、

前年比 104.3%。 

「本の注文受付ｻｰﾋﾞｽ」は 4月以降に実施予定。 

 

時代小説・歴史雑学等の新着図書を増やしていく予定。 

 

Ａ 

 

３．割引利用料金の導入 

◆部屋稼働率目標 68.5％ 27年度比 100.7％ 

今年度は、未実施。 

部屋稼働率は、68.9%で目標達成して

おります。 

稼動率の低い料理室等での導入を引き続き検討予定。 

部屋稼働率 70%超えを目指していく予定。 

 

Ａ 

業務運営 

１．部屋稼働率の向上  

◆部屋稼働率目標 68.5％ 27年度比 100.7％ 

部屋稼働率は、68.9%で目標達成して

おります。 

稼動率の低い料理室等での導入を引き続き検討予定。 

部屋稼働率 70%超えを目指していく予定。 

Ａ 

  

２．自主事業のサークル化 ◆目標 5講座 3講座サークル化済 目標設定の再検討実施 Ｃ 

３．利用者アンケートの実施と開示 ◆実施率目標 100％ 11月 25日～12月 24日で実施済 受付前にアンケート集計結果 掲示予定 Ａ 

職員育成 

１．年 2回の職員、スタッフ研修の実施 ◆実施率目標 100％ 

①防災訓練、個人上保護教育、コンプライアンス研修の実施 

②接遇研修、人権研修の実施 

③業務確認研修、図書研修の実施 

①、③は実施も②は未実施。 

防災訓練 10/11に、ｹｱﾌﾟﾗｻﾞと合同で 

実施。 

スタッフ研修も 9/26と 10/24に実施 

未実施項目は来年度実施予定。 Ｃ 

財務 

１．利用料金収入の増収     

◆利用料金収入目標 4,570千円 27年度比 101.5％ 4,474千円でわずかに未達成。 今後は、より多くの収入目標のため、利用率の低い部屋の

稼働率アップに努めて参ります。 

Ｃ 

２．経費削減    

① ガス代 目標 27年度比 99％ 前年比 79.9%で達成。  Ａ 

② 電気代 目標 27年度比 99％ 前年比 88.8%で達成。  Ａ 

③ 消耗品費 目標 27年度比 95％ 前年比 99.3%で未達成。 予算額の見直しを行う。 Ｃ 

利用者等

の意見 

１．インターネット施設予約システム導入にあたっての説明会

の開催 

２．割引利用料金導入の早期実施 

利用者向け説明会、9/14と 9/25に合計 3階実施。約 200名参加。 

又スタッフ向け説明会も 9/26と 10/24の休館日に実施。 

部屋稼働率アップのため、割引利用料金、引き続き検討していく予定。 

 

Ｂ 
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